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税務訴訟資料 第２６１号－１４（順号１１６０４） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（伊予三島税務署長） 

平成２３年１月２８日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         甲 

訴訟代理人弁護士   北尾 隆幸 

被告         国 

代表者法務大臣    江田 五月 

処分行政庁      伊予三島税務署長 

           米澤 剛 

指定代理人      秦 智子 

           嶺山 登 

           今井 健 

           多田 歳男 

           増田 宏之 

           濱 孝幸 

           中野 明子 

           森岡 実 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 処分行政庁が原告に対して平成１９年１２月１０日付けでした、平成１６年分の所得税の更正

処分のうち納付すべき税額１２０万６９００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

のうち過少申告加算税の額２万５０００円を超える部分をいずれも取り消す。 

２ 処分行政庁が原告に対して平成１９年１２月１０日付けでした、平成１７年分の所得税の更正

処分のうち納付すべき税額２８４万９６００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

のうち過少申告加算税の額２万９０００円を超える部分をいずれも取り消す。 

３ 処分行政庁が原告に対して平成１９年１２月１０日付けでした、平成１８年分の所得税の更正

処分のうち納付すべき税額１６８万３４００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

のうち過少申告加算税の額１３万９０００円を超える部分をいずれも取り消す。 

４ 処分行政庁が原告に対して平成１９年１２月１０日付けでした平成１６年４月から同１９年

６月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要 
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 本件は、原告が、処分行政庁から、平成１９年１２月１０日付けで、平成１６年分から同１８年

分まで（以下「本件各係争年分」という。）の所得税に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定

処分並びに平成１６年４月から同１９年６月までの各月分（以下「本件各月分」という。）の源泉

徴収に係る所得税の納税告知処分を受けたため、これらを不服として上記各処分の取消しを求めて

いる事案である。 

１ 関係法令等の定めの概要 

 本件に関係する法令等の定めの概要は、別紙１のとおりである。 

２ 前提事実 

 本件の前提となる事実は、次のとおりである。証拠により容易に認めることができる事実等は、

その旨付記した。その余の事実は、当事者間に争いがない。 

(1) 当事者 

 原告は、不動産所得や有価証券の譲渡所得等を有する、いわゆる白色申告者（青色申告書を

提出することにつき税務署長の承認を受け、かつ、青色申告書を提出した者以外の者）である。 

 原告は、愛媛県四国中央市所在の原告の自宅（以下「本件自宅」という。）を所有し、そこ

に妻と２人で居住している。本件自宅の東側には、平成１７年に増築した原告が所有する倉庫

（以下「本件自宅倉庫」という。）がある。（乙３９、４１） 

 また、原告は、普通乗用自動車１台（登録番号「●●●●」のもの。以下「本件自動車」と

いう。）及び普通自動二輪車１台（車両番号「●●●●」のもの。以下「本件二輪車」といい、

「本件自動車」と併せて「本件自動車等」という。）を所有していた。なお、本件二輪車は既

に処分している。 

(2) 原告の所有する本件自宅以外の不動産及びその賃貸状況等 

ア 本件土地建物 

(ア) 原告は、平成１２年２月１５日付けで、従兄弟である乙（以下「乙」という。）の妻

である丙との間で、同人が所有する別紙２記載１－１の土地（ただし、取得当時の所在及

び地番は川之江市の土地。以下「本件土地」という。）を原告が１３６５万２５００円で

購入する旨の不動産売買契約を締結した。（乙１７） 

 また、原告は、同日付けで、乙及び丙との間で、同人らが共有持分各２分の１の割合で

共有する本件土地上の別紙２記載１－２の建物（以下「本件建物」といい、本件土地と併

せて「本件土地建物」という。）を原告が６７２万７８７５円で購入する旨の不動産売買

契約を締結した。（乙１８） 

(イ) 原告は、平成１２年３月１日付けで、乙との間で、本件土地建物を乙に以下のとおり

貸し付ける旨の不動産賃貸借契約（以下「本件土地建物賃貸借契約」という。）を締結し

た。 

ａ 賃貸借の期間は、平成１２年３月１日から同１４年２月末日までの２年間とする。 

ｂ 賃料は１か月５０００円とし、乙は毎月末日までに翌月分の賃料を原告の住所に持参

して支払う。 

ｃ 原告は本件建物に関する公租公課を負担し、乙は電気、水道、ガス等の使用料を負担

する。 

(ウ) 本件土地建物に係る固定資産税の金額は、平成１６年度及び平成１７年度がそれぞれ

１０万５３００円、平成１８年度が９万６４００円である。 
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イ 本件マンション土地建物 

(ア) 原告は、別紙２記載２－１の土地（ただし、平成１８年６月１５日に地番●●及び同

●●の土地を合筆しており、合筆前のこれらの土地を含む。）及び同２－２の建物（以下

これらを併せて「本件マンション土地建物」という。）を所有している。（乙２２、２３） 

(イ) 原告は、平成１４年７月２８日付けで、Ａ有限会社（以下「Ａ」という。）との間で、

原告が本件マンション土地建物をＡに以下のとおり貸し付ける旨の不動産賃貸借契約を

締結した。なお、Ａは、岡山市を本店所在地とする会社であり、原告の妻であるＸが同１

９年９月７日までその取締役であった。 

ａ 賃貸借の期間は、平成１４年８月１日から同１５年７月３１日までの１年間とし、期

間満了１か月前までに原告又はＡのいずれかによる解約の意思表示がなければ、契約更

改が成立したものとする。 

ｂ 賃貸料は月額１３２万円とし、Ａは、同賃貸料を毎月末までに支払う。 

ｃ 本件マンション土地建物の公租公課は、原告の負担とする。 

ｄ Ａが本件マンション土地建物を転貸するときは、原告の承諾を得なければならない。 

(ウ) Ａは、平成１４年７月２８日付けで、株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）との間で、

本件マンション土地建物を以下のとおり貸し付ける旨の不動産賃貸借契約を締結した。な

お、Ｂは、愛媛県四国中央市を本店所在地とする会社であり、原告が代表取締役を務めて

いる。（乙２７） 

ａ 賃貸借の期間は、平成１４年８月１日から同１５年７月３１日までの１年間とし、期

間満了１か月前までにＡ又はＢのいずれかにより解約の意思表示がなければ、契約更改

が成立したものとする。 

ｂ 賃貸料は、月額１９２万円とし、Ｂは、同賃貸料を毎月末までにＡの指定した金融機

関に支払う。 

(エ) 原告は、本件マンション土地建物の管理業務を丁（以下「丁」という。）に、清掃業

務を戊（以下「戊」という。）にそれぞれ委託していた。 

 原告が処分行政庁に提出した本件各係争年分の収支内訳書（不動産所得用）の給料賃金

の内訳欄には、平成１６年分について、受給者丁、従事月数９月、支給合計金額９０万円

及び源泉徴収税額０円との記載が、同１７年分について、受給者戊、従事月数１２月及び

支給合計金額９６万円との記載が、同１８年分について、受給者戊、従事月数１２月、給

料賃金月額８万５０００円、支給合計金額１０２万円及び源泉徴収税額０円との記載がそ

れぞれある。 

 そして、原告は、丁名義のＣ銀行土居支店の普通預金口座に平成１６年４月から同年１

２月まで毎月１０万円を、戊名義のＤ信用金庫寒川支店の普通預金口座に同１７年１月か

ら同１９年６月までの間毎月８万５０００円をそれぞれ振り込んでいた。 

ウ Ｅ土地建物 

(ア) 原告は、別紙２記載３－１から同３－３までの各土地及び同３－４の建物（以下これ

らを併せて「Ｅ土地建物」という。）を所有している。 

(イ) 原告は、昭和６３年７月１日付けで、Ｆ株式会社（以下「Ｆ」という。）との間で、

別紙２記載３－１及び同３－２の土地をＦに以下のとおり貸し付ける旨の不動産賃貸借

契約を締結した。なお、Ｆは、愛媛県四国中央市を本店所在地とする会社であり、原告は
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その取締役である。（乙３３） 

ａ 賃貸借の期間は契約成立の日から１年とし、期間満了の１か月前までに原告又はＦの

いずれかによる解約の意思表示がないときは、契約更改が成立したものとする。 

ｂ 賃料は、月額２５万円とし、Ｆは毎月末日までに支払う。 

 また、原告は、平成１１年１２月２７日付けで、Ｆとの間で、別紙２記載３－３の土地

及び同３－４の建物をＦに以下のとおり貸し付ける旨の不動産賃貸借契約を締結した。

（乙３４） 

ａ 賃貸借の期間は、平成１２年１月１日から同１３年１月１日までの１年とし、期間満

了の１か月前までに原告又はＦのいずれかによる解約の意思表示がないときは、契約更

改が成立したものとする。 

ｂ 賃料は、月額５万円とし、Ｆは毎月末日までに支払う。 

(ウ) Ｅ土地建物は、Ｆの工場等に利用されている。 

エ Ｇの山林 

(ア) 原告は、別紙２記載４の土地（昭和６２年当時の所在は三好郡。以下「Ｇの山林」と

いう。）を所有している。 

(イ) 原告は、昭和６２年３月３日付けで、Ｈ株式会社（以下「Ｈ」という。）との間で、

Ｇの山林をＨに以下のとおり貸し付ける旨の土地賃貸借契約を締結した。なお、Ｈは、愛

媛県四国中央市を本店所在地とする会社であり、原告が代表取締役を務めている。 

ａ 契約の期間は、昭和６２年３月３日から２０年とする。 

ｂ 賃料は、年額５０万円とする。 

ｃ Ｈは、Ｇの山林上に福祉施設を建築することができる。 

(3) 原告の本件各係争年分の所得税に係る確定申告及び修正申告 

 原告は、本件各係争年分の所得税について、別表１の「①確定申告」欄各記載のとおり、い

ずれも法定申告期限内に確定申告をした。 

 また、原告は、平成１７年６月２日に平成１６年分の所得税について別表１の「②修正申告

等」欄記載のとおり、同１９年６月２９日に本件各係争年分の所得税について同表の「③修正

申告等」欄各記載のとおり、同年９月１０日に平成１８年分の所得税について同表の「④修正

申告等」欄記載のとおり、それぞれ修正申告をした。なお、処分行政庁は、平成１９年７月９

日、同表の「③修正申告等」欄の「過少申告加算税の額」欄各記載のとおり、上記平成１９年

６月２９日の修正申告に係る過少申告加算税の賦課決定処分をした。 

(4) 原告に対する更正処分、過少申告加算税賦課決定処分及び納税告知処分 

ア 処分行政庁は、平成１９年１２月１０日、本件各係争年分の原告の所得税について、別表

１の「⑤更正処分等」欄各記載のとおりの更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及

び過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併

せて「本件各更正処分等」という。）をし、その頃、これらを原告に通知した。 

イ また、処分行政庁は、平成１９年１２月１０日、本件各月分の原告の源泉徴収に係る所得

税について、別表２の「納税告知処分」欄各記載のとおりの納税告知処分（以下「本件納税

告知処分」といい、本件各更正処分等と併せて「本件各処分」という。）をし、その頃、こ

れらを原告に通知した。 

(5) 本件各処分に対する不服申立手続 
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 原告は、本件各処分を不服として、処分行政庁に対して異議申立てをしたが、これを棄却さ

れ、国税不服審判所長に対して審査請求をしたが、これも棄却された。以上の経緯については、

別表１及び同２の「異議申立て」及び「異議決定」並びに「審査請求」及び「裁決」の各欄記

載のとおりである。（甲２、乙１、２） 

(6) 本件訴えの提起 

 原告は、平成２１年１０月２９日、本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事実） 

３ 被告が主張する本件各処分の根拠及び適法性 

 被告が主張する本件各処分の根拠及び適法性は、後記６に記載するほか、別紙３「本件各処分

の根拠及び適法性」記載のとおりである。 

４ 原告が主張する本件請求の根拠 

 原告が主張する本件請求の根拠は、後記６に記載するほか、別表３－２の「原告 終主張額」

欄各記載のとおりであり、そのうち不動産所得の内訳は、別表４－１から同４－３までの「原告

主張額」欄各記載のとおりである。 

５ 争点 

 本件の争点は、本件各処分の適法性であり、具体的には次のとおりである。 

(1) 原告が乙から本件土地建物の貸付けに係る対価として受領した金員が不動産所得に係る賃

貸料収入に該当するか否か。 

(2) 本件自宅、本件自動車等及び海外旅行に係る費用並びに修繕取壊積立金等が不動産所得に

係る必要経費に算入できるものか否か。 

(3) 株式に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期はいつか。 

(4) 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額はいくらか。 

(5) 災害による立木の損失は山林所得に係る必要経費に算入できるものか否か。 

(6) 賃貸不動産に係る管理業務等を行った者に対して支払った金員の所得区分は何か。また、

当該金員は、源泉徴収すべき所得に当たるか否か。 

６ 争点に関する当事者の主張の概要 

(1) 争点(1)（原告が乙から本件土地建物の貸付けに係る対価として受領した金員が不動産所得

に係る賃貸料収入に該当するか否か。）について 

ア 原告の主張 

 原告と乙との間には、本件土地建物賃貸借契約が締結されているのであり、それに基づい

て賃料を受け取っているのであるから、これは賃貸借に該当する。 

 そもそも、賃料をどれだけ取れば賃貸借となり、あるいは使用貸借と認定されてしまうの

かについて明確な基準はないのであり、それでは、税務当局による恣意的取扱いによる一方

的課税を許容することになる。また、月額５０００円、年額６万円という賃料が、使用貸借

であるとされるほど僅少な金額であるとは思われない。 

 したがって、本件土地建物の賃料については賃貸料収入に算入されるとともに、本件土地

建物に係る減価償却費、登記費用の減価償却費及び固定資産税はいずれも必要経費として認

められるべきものである。 

イ 被告の主張 

 自己が所有する物を他人に使用させている場合において、当該物の使用収益の際に少額の

金員の支払があったとしても、それが対象物の使用収益に対する対価の意味を持たない金員
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の支払である場合には、当該契約は、民法６０１条に規定する賃貸借には該当せず、同法５

９３条にいう使用貸借に該当すると解される。 

 他方、不動産所得の意義については、所得税法２６条１項において、不動産等の貸付けに

よる所得をいう旨規定されており、ここにいう不動産等の貸付けによる所得とは、当事者の

一方が相手方に不動産等を使用収益させて、その対価を得ることを目的とする行為から生ず

る所得をいうものと解されているところであり、仮に、不動産の賃貸借契約との名称で契約

がされ、対象不動産の使用収益に際して金員の支払がされているような場合であったとして

も、その金員の支払が物の使用収益に対する対価の意味を持たない場合には、不動産の賃貸

借契約と認めることはできず、対価を得ることを目的とはしていない使用貸借契約と認めら

れ、そこでの収入金額は、同項の規定する不動産等の貸付けによる所得に該当せず、不動産

所得と認めることはできない。 

 これを本件についてみると、本件土地建物賃貸借契約に係る賃料名目で乙から原告に支払

われている金員は、乙の金銭的事情及び親族間という特殊関係に基づき、原告から乙への生

活扶助的な意味合いを有する無償と同義の金額の設定であると見るのが自然かつ相当とい

うべきであり、原告から乙への本件土地建物の貸付けは、賃貸借契約に基づくものとは認め

られず、使用貸借契約によるものと認められ、原告が乙に本件土地建物を使用収益させて、

その対価を得ることを目的とするというものではないことが明らかである。 

 したがって、本件土地建物賃貸借契約に基づく収入金額は、所得税法２６条１項に規定す

る不動産所得に該当しない。 

 そして、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、不動産所得の総収入金

額を得るため直接に要した費用の額及び不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の

額とされているところ（所得税法３７条１項）、本件土地建物に係る収入金額が不動産所得

と認められないのであるから、本件土地建物に係る減価償却費、登記費用の減価償却費及び

固定資産税は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用とは認められない。 

(2) 争点(2)（本件自宅、本件自動車等及び海外旅行に係る費用並びに修繕取壊積立金等が不動

産所得に係る必要経費に算入できるものか否か。）について 

ア 本件自宅に係る費用について 

(ア) 原告の主張 

 原告は、前記第２の２の前提事実（以下「前提事実」という。）(2)のとおり、本件自宅

以外に複数の賃貸物件を持ち、それらの家賃管理、新規入居者の募集及び建物の維持管理

のための業務等（以下「本件不動産業務」という。）を自ら行っている。 

 原告は、本件不動産業務について、オフィスを借りることもなく本件自宅で行っている。

本件自宅には専用のパソコン等の本件不動産業務に係る専用機器も備えてある。 

 本件自宅には、現在、原告及びその妻の２人が暮らしており、その居住スペースと本件

不動産業務の執務スペースは明確に分かれている。すなわち、本件自宅のうち家事専用に

使用する部屋は、浴室、寝室及び納戸であり、延床面積に占めるこれらの部屋の面積の比

率は２割程度である。一方、事務所としても使用しているのは、玄関、応接室、座敷、居

間、食堂、トイレ及び倉庫であり、不動産事業専用の事務スペースも設けてある。 

 そうすると、本件自宅に係る費用については、家事関連費用であるところ、少なくとも

その２分の１は、必要経費として認められなければならない。 
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 したがって、本件自宅の固定資産税、本件自宅に係る損害保険の保険料、本件自宅のホ

ームセキュリティの費用及び本件自宅に係る修繕費については、いずれもその各２分の１

が、原告の不動産所得の計算上必要経費に算入されるべきである。 

(イ) 被告の主張 

 所得税法は、原則として、家事費及び家事関連費の必要経費への算入を認めておらず（同

法４５条、所得税法施行令９６条）、個人が各種所得の金額の計算上、家事関連費を必要

経費に算入するためには、家事関連費の主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必

要なものであり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合である

ことが必要となる（同条１号）。 

 これを本件についてみると、原告が必要経費であると主張する本件自宅に係る費用とは、

自宅の固定資産税、損害保険料、ホームセキュリティの費用及び修繕費であるところ、こ

れらは、いずれも実態が所得税法４５条１項に規定する家事費に該当すると考えられるた

め、必要経費とは認められない。 

 また、原告の主張を前提として、仮に上記各費用が所得税法４５条１項１号及び所得税

法施行令９６条１号に規定される家事関連費に該当するとしても、原告が不動産賃貸借契

約書を作成した相手方当事者は、前提事実(2)のとおり、本件土地建物に従前から居住し

ていた親族関係にある乙や原告又は原告の妻が代表取締役又は取締役などの役員を務め

る同族法人であって、契約内容も自動更新とするものがほとんどであり、新規賃借人募集

等の業務が生ずることは考え難く、原告の不動産貸付けに係る業務は量的に乏しいもので

あるし、また、本件自宅の内部を撮影した写真（甲２０）によっても、具体的に何をどの

ように使用しているかさえ不明であるから、本件自宅の主たる部分が原告の主張するよう

な家賃管理、新規賃借人の募集又は、建物の維持管理のための業務等に使用されていると

認めることはできない。そして、原告は、本件自宅において原告の不動産所得を生ずべき

業務の執務スペースと居住スペースが区分できている旨主張するが、甲２０によっても、

そのような区分ができているとは認められないのであって、本件自宅の利用について、そ

の主たる部分が原告の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとはいえず、当該業

務に必要な部分を明らかに区分したということもできないから、本件自宅に係る費用を原

告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

 なお、原告は、本件自宅の延床面積の８割を占める玄関、応接室、座敷、居間、食堂、

トイレ等の部分を本件不動産業務を遂行するための事務所としても使用している部分で

あると主張しているが、具体的にどれだけの頻度でどのように使用しているのか、業務遂

行上どのように必要であるかについて何も明らかにしていないのであって、上記主張も理

由がない。 

イ 本件自宅倉庫に係る費用について 

(ア) 原告の主張 

 前記ア(ア)のとおり、原告は、本件不動産業務を本件自宅で行っているところ、そのた

めの賃貸借契約書その他の関連する書面を保管する専用スペースが必要であると考え、ま

た、資料の散逸による紛失を防ぎ、施錠して厳重に保管することが必要であると考え、本

件自宅倉庫を建てた。本件自宅倉庫には、賃貸借契約書綴り、建築確認書類一式、工事見

積書類及び領収書等、土地の価格等不動産に係る情報を掲載した新聞等並びにセキュリテ
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ィ関連書類一式等の書面が保管されており、原告は、将来も増え続けるであろうこれらの

書類を今後も本件自宅倉庫で保管し続けるつもりである。そして、上記のような重要書類

を保管するため、本件自宅倉庫は頑丈な構造のものとしている。 

 したがって、本件自宅倉庫に係る費用は、正に本件不動産業務を行うについての必要な

経費にほかならず、本件自宅倉庫の減価償却費及びそのドアの減価償却費については、全

額必要経費として認められるべきものである。 

(イ) 被告の主張 

 被告の調査担当職員らが、平成１９年６月４日、原告の立会いの下に本件自宅倉庫の内

部を確認したところ、本件自宅倉庫には、家具、棚、扇風機、スキー板等私物と認められ

るものが主に保管されており、原告が契約書等を保管していると主張する段ボールは、棚

の一番上に置かれているにすぎない状態であった。 

 したがって、仮に、原告が主張するとおり上記段ボールに契約書等が入れられていると

しても、本件自宅倉庫は、その利用状況等から、主に原告や原告の家族の私物等を保管し

ているものであることが明らかであるし、前記ア(イ)のとおり、原告の不動産貸付けに係

る業務は量的に乏しいものであることを併せ考えると、本件自宅倉庫に係る費用が客観的

に本件不動産業務の遂行上必要なものであるとは認められないから、本件自宅倉庫につい

て生じた費用は、所得税法３７条１項に規定する不動産所得の総収入金額を得るため直接

に要した費用又はその年における本件不動産業務について生じた費用とは認められず、原

告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

 また、仮に、本件自宅倉庫に生じた費用が家事関連費に該当するとしても、本件自宅倉

庫は、個人的な私物等を保管するためのものであることが優に認められるのであって、そ

の主たる部分が本件不動産業務の遂行上必要であるとは認められず、かつ、その必要であ

る部分を明らかに区分することができないのであるから、本件自宅倉庫に係る費用を原告

の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

ウ 本件自動車に係る費用について 

(ア) 原告の主張 

 原告は、本件自動車を私用にも使っているが、本件マンション土地建物の管理のために

主に使用している。すなわち、地震があった際にエレベーターの安全確認に赴いたり、台

風等の災害時や水漏れ事故等の緊急時に現場に急行したりするために用いている。 

 そのため、本件自動車に係る費用は家事関連費であるであるところ、少なくともその経

費の２分の１は必要経費として認められなければならない。 

 したがって、本件自動車の減価償却費、自動車税、損害保険料及び修繕費用については、

その２分の１が、原告の不動産所得の計算上必要経費として認められるべきものである。 

(イ) 被告の主張 

 そもそも、本件自動車を本件マンション土地建物の管理業務に係る災害時等の緊急時に

使用していることについては、何ら具体的な根拠がなく、これを確認することができない

上、原告の主張は、本件マンション土地建物の管理業務を行っている者がいることと整合

しないものであるから、本件自動車について生じた費用は、所得税法３７条１項に規定す

る不動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用又はその年における本件不動産

業務について生じた費用とは認められず、原告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入
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することはできない。 

 また、原告の主張を前提として、仮に、本件自動車について生じた費用が家事関連費に

該当するとしても、本件自動車を自己使用しつつ、本件不動産業務の災害等の緊急時に使

用していることをもって、その主たる部分が本件不動産業務の遂行上必要であるとまでは

認められず、本件自動車に係る費用の２分の１を必要経費とする根拠も不明である。した

がって、原告の主張を前提としても、本件自動車の使用について、その主たる部分が本件

不動産業務の遂行上必要であるとまでは認められず、また、本件不動産業務の遂行上必要

である部分を明らかに区分したということもできないことから、原告の不動産所得の計算

上必要経費の額に算入することはできない。 

エ 本件二輪車の軽自動車税について 

(ア) 原告の主張 

 原告は、本件二輪車を本件不動産業務専用の資産として購入した。すなわち、大地震が

発生し賃貸物件が被害を被った時に現場へ急行するためには、道路が陥没するなどの理由

により乗用車を用いることができない場合には、自動二輪車が必要になると考えて購入し

たのである。原告は、本件二輪車を私用では使っていなかったし、幸い大地震が発生する

ようなこともなかったので、慣らし運転をする程度であり、処分時の走行距離は数十キロ

メートルに過ぎなかった。 

 したがって、本件二輪車は本件不動産業務のためのものであるから、その費用である軽

自動車税は、原告の不動産所得の計算上必要経費として認められるべきものである。 

(イ) 被告の主張 

 原告が本件二輪車を本件不動産業務の用に供していないことは明らかであるから、本件

二輪車に関して生じた費用を所得税法３７条１項に規定する不動産所得の総収入金額を

得るため直接に要した費用又は本件不動産業務について生じた費用と認めることができ

ず、原告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

オ 海外旅行の旅費交通費について 

(ア) 原告の主張 

 原告は、自己の賃貸物件の空き室率を減らすことに腐心していたものであるが、長年の

経験から、トイレ、浴室及び洗面所をいかに配置するかが入居者にとって魅力的な部屋に

なるかを決するという結論に達した。そして、原告は、この点について様々な調査をして

きたが、外国のホテルや客船の部屋ではどのようになっているのか興味を持ち、知りたい

と思った。そこで、原告は、平成１７年４月にはオランダ及びベルギーに、また、同１８

年５月にはスペインのアンダルシア地方に旅行に行った（以下併せて「本件各海外旅行」

という。）。これらは、観光が主な目的ではなく、飽くまで自己の不動産事業に役立てる調

査研究のためのものである。帰国後、その成果は活かされ、部屋のリフォームの際に、本

件各海外旅行の際に獲得したアイディアを活かした部屋のレイアウト造りがされ、その結

果原告の賃貸物件の空き室率は低いままで維持できている。 

 したがって、原告が旅費交通費として計上した金額は、原告の不動産所得の計算上必要

経費として認められるべきものである。 

(イ) 被告の主張 

 原告が調査研究のために行ったと主張する本件各海外旅行は、いずれも妻が同行したこ
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と及びその行程内容からすると、観光が主な目的であることが認められる。したがって、

本件各海外旅行の旅費交通費を、所得税法３７条１項に規定する不動産所得の総収入金額

を得るために要した費用又は本件不動産業務について生じた費用と認めることはできず、

原告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

 なお、仮に、本件各海外旅行の旅費交通費が家事関連費に該当するとしても、本件各海

外旅行はその行程内容からして観光が主な目的であると見るのが自然であることから、本

件各海外旅行の主たる部分が本件不動産業務の遂行上必要であると認めることはできず、

また、原告は、本件不動産業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる

ことについて具体的な根拠を示していないのであるから、本件不動産業務に要した部分を

明らかに区分したということもできず、本件各海外旅行の旅費交通費を原告の不動産所得

の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

 また、本件マンション土地建物は、原告がＡに貸し付け、同日にＡから原告が代表取締

役であるＢに転貸され、Ｂが各入居者に転貸しているのであって、原告個人は、本件マン

ション土地建物全体をＡに定額で貸し付けているのであるから、空き室率を減らすことに

腐心する必要性が見いだせず、原告の主張は、せいぜいＢの代表者としての立場に基づく

主張であると言わざるを得ない。 

 したがって、本件各海外旅行の旅費交通費を原告の不動産所得の計算上必要経費の額に

算入することはできない。 

カ 修繕取壊積立金について 

(ア) 原告の主張 

 本件マンション土地建物については、定期的に大修繕を必要とするため、取壊しや修繕

に備えて資金を準備する必要があり、その金額は約３０００万円と見積もられる。そこで、

原告は、これを３０年かけて積み立てることとし、本件各係争年分としては１年分当たり

１００万円を積立金として積み立て、費用計上していた（以下、原告が費用計上していた

積立金を「本件積立金」という。）。これは税法上認められている制度ではないが、税務上

も必要経費として認められてしかるべきであり、それが認められないことは、憲法の保障

する個人の財産権の重大な侵害になる。 

(イ) 被告の主張 

 所得税法及び租税特別措置法並びにこれらに関連する政令及び省令には、白色申告者で

ある個人が不動産所得の基因となる資産の修繕等に要する費用の支出に備えるために一

定の金額を積み立てた場合において、当該積立金を不動産所得の計算上必要経費に算入す

る旨の規定は存在しない。 

 また、本件積立金は、原告の主張を前提とすれば、定期的に賃貸物件を修繕等するため

の単なる準備金であって、実際の修繕等の費用として支出したのではないから、所得税法

３７条に規定する不動産所得の総収入金額を得るため直接に要した費用又は本件不動産

業務について生じた費用に該当しない。 

 したがって、本件積立金を原告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはで

きない。 

キ 雑費について 

(ア) 原告の主張 
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 原告は、本件不動産業務の遂行のため、不動産業者等と打合せのために会食等を行い、

そのための費用を支出しているが、その金額を原告が計算すると毎年１００万円を優に超

えている。原告は、そのうち平成１６年に５０万円、同１７年に７５万円、同１８年に５

０万円をそれぞれ雑費として計上している（以下「本件雑費」という。）のであり、本件

雑費は、原告の不動産所得の計算上必要経費として認められてしかるべきである。 

(イ) 被告の主張 

 原告は、本件雑費の支出に関する具体的な根拠を示していないし、その明細を明らかに

せず、領収書等の原始記録も提示していない。したがって、原告が雑費と主張する内容に

係る支出の有無自体が疑わしい上、仮に何らかの支出があったとしても、当該支出が本件

不動産業務に関するものであるかどうかは明らかではないのであるから、所得税法３７条

１項に規定する不動産所得の総収入金額を得るため直接要した費用又は本件不動産業務

について生じた費用に該当しない。 

 したがって、本件雑費を原告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはでき

ない。 

ク 寄附金について 

(ア) 原告の主張 

 原告は、平成１８年に、Ｉ神社に対し、玉垣奉納初穂料として６０万円の寄附をしてい

る（以下、この６０万円を「本件寄付金」という。）が、これは、マンションのオーナー

として地域社会との関係を円滑に保つことが事業にとって必要であるというだけでなく、

Ｉ神社の宮司から入居希望者の信用状況を入手できるというメリットがあるからである。 

 したがって、本件寄付金は、本件不動産業務にとって必要なものであるから、原告の不

動産所得の計算上必要経費として認められなければならない。 

(イ) 被告の主張 

 本件寄付金は、Ｉ神社の玉垣が倒壊するおそれがあることから、これを改修するために、

Ｉ神社が広く一般から奉納料を募ったものであることがうかがえる。そうすると、本件寄

付金は、家事費に該当するものであり、所得税法３７条１項に規定する不動産所得を得る

ため直接に要した費用又は本件不動産業務について生じた費用と認めることはできず、原

告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。 

(3) 争点(3)（株式に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期はいつか。）について 

ア 原告の主張 

 原告は、約定日を基準に株式譲渡についての収入額を計上しているところ、株式の受渡日

が平成１６年１月６日のＪ株式会社の株式、株式会社Ｋの株式及び株式会社Ｌ証券グループ

本社の株式（別表５－１の順号１から３まで。以下、これらの３銘柄の株式を併せて「本件

株式」という。）の売却は、平成１５年１２月２９日が約定日であるので、平成１６年分の

所得にはならない。 

イ 被告の主張 

 株式等に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期について、措置法通達３７の１０－

１は、株式等の引渡しがあった日によるとし、ただし書において、納税者の選択により当該

株式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったとき

はこれを認める旨規定しているところ、これは、山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入
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すべき時期について、資産の引渡しがあった日によるものとし、措置法通達３７の１０－１

のただし書と同様のただし書を規定している所得税基本通達３６－１２の趣旨が、経済的利

得に相応した負担を求めるという所得課税の理念に照らし、譲渡所得の収入すべき時期の判

定は、私法上の所有権移転という法律関係によるのではなく、現実に利得を享受し、それを

支配管理しているか否かという事実関係に着目して行うべきであるとの考え方で取扱いが

定められた経緯（昭和４５年の通達改正）があることと、売主が資産の引渡しを行った場合

には、買主はもはや同時履行の抗弁権を主張する立場にないから売主に譲渡代金の支払請求

権が確定的に帰属し、この時点において、売主は資産の譲渡による利得を支配し得る状況に

至ったとの考えによるものと理解されているのと同様であると解するのが相当であり、その

内容は正当である。 

 このように、措置法通達３７の１０－１は正当な内容と認められるところ、処分行政庁は、

これに基づき、本件株式について、平成１６年分の株式等に係る譲渡所得等の総収入金額に

算入した。すなわち、原告は、平成１５年分の所得税の確定申告及び平成１６年６月４日付

けの同年分の修正申告においても株式等に係る譲渡所得の申告をしていないことから、原告

が同年分の株式等に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期として約定日を選択した

とは認められず、措置法通達３７の１０－１のただし書にいう「納税者の選択により当該株

式等の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったとき」に

は当たらないこととなる。したがって、本件株式の総収入金額の収入すべき時期は、株式の

引渡しがあった日、すなわち株式の受渡日の平成１６年１月６日となるのであり、本件株式

について、平成１６年分の株式等に係る譲渡所得等の総収入金額に算入することは適法であ

る。 

(4) 争点(4)（上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額はいくらか。）

について（下記アからエまでの株式以外については争いがない。） 

ア Ｍ株式会社の株式（以下「Ｍ株」という。）について（ただし、平成１６年２月５日売却

分及び同月１７日売却分（別表５－１の順号７及び１０）） 

(ア) 原告の主張 

 原告は、原告の母から相続によりＭ株１０００株を取得したところ、原告の母が取得し

た際の取得価額は、１株当たり５７５０円、合計５７５万円であった。 

 また、原告は、平成１５年１０月２９日、Ｍ株５０００株を１株当たり４１４０円で取

得した（その取得金額は、諸経費を含めて合計２０８０万６４９２円であった。）。 

 したがって、原告が平成１６年２月５日及び同月１７日に売却した合計３０００株に相

当する取得価額は、次のとおり、１３２７万８２４６円になる。 

 （５７５万円＋２０８０万６４９２円） 

      ÷（１０００株＋５０００株）×３０００株 

                    ＝１３２７万８２４６円 

 なお、Ｌ証券株式会社（以下「Ｌ証券」という。）の資産管理報告書（以下「資産管理

報告書」という。）（甲５）の「取得金額」欄に記載されている金額５７５万円は、原告の

母が、平成１１年当時にＭ株を買い付けた際の資料に基づき、Ｌ証券への入庫時に申し出

た買付価額であると認められ、真実の取得価額である。 

(イ) 被告の主張 
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 原告のＭ株の取引は、別表７－１のとおりである。すなわち、①平成１２年６月３０日

にｂ機構に１０００株を再預託し（Ｌ証券に入庫した日及び取得価額不明）、②同１５年

１０月７日にＬ証券で５０００株を２０８０万６４９２円で買い付け（買付金額は、約定

金額と買付手数料の合計金額である。以下同じ）、③同日にＮ証券株式会社（以下「Ｎ証

券」という。）で１０００株を４１３万５２５０円で買い付け、同年１１月２６日にＮ証

券で１０００株を４２８万円で売却し、Ｌ証券で平成１６年２月５日に３０００株を１３

２３万円で、また、同月１７日に３０００株を１３５０万円でそれぞれ売却した。さらに、

④同年４月２２日にＯ証券株式会社（以下「Ｏ証券」という。）で２０００株を８９６万

９４５０円で買い付け、⑤同月２６日にＯ証券で１５００株を６７２万９４５０円で買い

付け、同年６月９日にＯ証券で３５００株を１６０３万円で売却している。 

 処分行政庁は、上記取引に基づき、平成１５年１１月２６日にＮ証券で売却した１００

０株は、先入先出法により上記①のｂ機構に再預託した取得価額が不明な１０００株を売

却したものとし、同１６年２月５日及び同月１７日にＬ証券で売却した各３０００株の取

得価額は、総平均法に準ずる方法により上記②及び③で買い付けた合計金額の２４９４万

１７４２円を合計株数６０００株で除した金額４１５７円（１円未満を切上げ。以下同

じ。）を単価として、売却した３０００株に４１５７円を乗じた１２４７万１０００円を

それぞれの取得価額とした。 

 原告は、資産管理報告書の「Ⅲ お預り資産の明細」（甲５）の取得金額欄に記載され

ている５７５万円をもって、原告の母が取得したとする１０００株の取得価額であると主

張するが、資産管理報告書は、Ｌ証券が顧客に照会日における株式の含み損益等をお知ら

せするためのサービスとして作成したものであり、実際の取得価額が記載されたものでは

ないし、そもそも税務申告等に利用することを予定していないものであるから、株式の譲

渡所得の実際の取得価額を証する証拠とはならず、原告の主張は失当である。 

イ Ｐ株式会社の株式（以下「Ｐ株」という。）について（だだし、平成１６年６月８日売却

分（別表５－１の順号３５）） 

(ア) 原告の主張 

 原告は、原告の母が所有していたＰ株を相続により取得したところ、原告の母は、少な

くとも３０００株については、１株当たり１１８０円で買い付けている。当該金額が記載

されている「信用取引保証金明細表」と題する書面（甲８）は、原告がＱ証券株式会社（以

下「Ｑ証券」という。）の従業員から、Ｐ株の取得価額を証明することができる資料であ

るとして原本証明を受けたものであり、その記載は信用できる。 

 そして、原告が平成１６年６月８日に売却したＰ株７０００株の株券番号を調査したと

ころ、●●●－●●●●、●●●－●●●●、●●●－●●●●、●●●－●●●●、●

●●－●●●●、●●●－●●●●及び●●●－●●●●であったから、７０００株すべ

てを同時に購入したことが合理的に推認できる。 

 したがって、上記７０００株の取得費は、次のとおり８２６万円である。 

    １１８０円×７０００株＝８２６万円 

(イ) 被告の主張 

 原告のＰ株の取引は、別表７－２のとおりである。すなわち、①平成１４年１１月１９

日にＱ証券に１万４０００株の現物を入庫し（取得価額不明）、同年１１月２２日にＱ証
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券で５０００株を４９８万５０００円で、１０００株を９９万７０００円で、また、同月

２７日に１０００株を９９万７０００円でそれぞれ売却し、②同月２９日にＮ証券で２０

００株を１８４万２６２５円で買い付け、③同日にＬ証券で５０００株を４６２万８９６

４円で買い付け、同１５年１２月１８日にＮ証券で２０００株を１８７万８０００円で、

同１６年６月３日にＬ証券で１０００株を９９万２０００円で、同月８日にＱ証券で４０

００株を３９８万円で、１０００株を９９万５０００円で、２０００株を１９９万円で、

更に同月９日にＬ証券で４０００株を４０２万円でそれぞれ売却した。さらに、④同１７

年６月２１日にＮ証券で１０００株を８３万８０５０円で、更に４０００株を３３５万２

２００円で、合計５０００株を合計４１９万０２５０円で買い付け、同年９月８日にＮ証

券で１０００株を８６万８０００円で、また、４０００株を３４７万２０００円でそれぞ

れ売却した。 

 処分行政庁は、上記取引に基づき、先入先出法により、Ｑ証券の平成１４年１１月２２

日の５０００株と１０００株、同月２７日の１０００株、Ｎ証券の同１５年１２月１８日

の２０００株、Ｌ証券の同１６年６月３日の１０００株及びＱ証券の同月８日の４０００

株の合計１万４０００株の売却は、上記①のＱ証券に同１４年１１月１９日に現物を持ち

込んだ１万４０００株を売却したものとし、Ｑ証券の同１６年６月８日の１０００株と２

０００株及びＬ証券の同月９日の４０００株の合計７０００株の売却は、Ｎ証券の同１４

年１１月２９日の２０００株及びＬ証券の同日の５０００株の合計７０００株を売却し

たものとした。したがって、Ｑ証券で同１６年６月８日に売却した４０００株の取得価額

は、Ｑ証券に持ち込んだ１万４０００株の取得価額が不明なため、上場株式等の取得費の

特例計算により、同１３年１０月１日の終値の９８５円に８０パーセントを乗じた金額７

８８円を単価とし、売却した４０００株に７８８円を乗じた３１５万２０００円を取得価

額とし、Ｑ証券で同１６年６月８日に売却した１０００株及び２０００株並びにＬ証券で

同月９日に売却した４０００株の取得価額は、総平均法に準ずる方法により、上記②及び

③で買い付けた合計金額６４７万１５８９円を合計株数７０００株で除した金額９２５

円を単価として、売却したそれぞれの株数に９２５円を乗じた各金額である９２万５００

０円（平成１６年６月８日の１０００株）、１８５万円（平成１６年６月８日の２０００

株）及び３７０万円（平成１６年６月９日の４０００株）を取得価額とした。 

 原告は、原告の母が所有していたＰ株を相続により取得したところ、少なくとも３００

０株は、Ｑ証券が原本証明している書類（甲８）の単価欄に記載されている１１８０円で

買い付けしており、３０００株についてしか資料がないが、他の４０００株も同時に購入

したことが合理的に推定できることから、７０００株に１１８０円を乗じた８２６万円が

取得価額になる旨主張するが、甲８は、Ｑ証券が顧客の信用取引を管理するための顧客勘

定元帳であるカードの裏面の写しであり、年月日欄、単価欄及び金額欄に記載されている

内容は実際の取得日、取得単価及び取得金額を表したものではなく、株式の譲渡所得の取

得価額を証する証拠とはならない。また、原告は、４０００株を３０００株と同時に購入

したことについては、どのように合理的に推定できるのかについて何ら具体的に示してお

らず失当である。 

ウ Ｒ株式会社の株式（以下「Ｒ株」という。）について（ただし、平成１８年４月７日売却

分（別表５－３の順号１７）） 
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(ア) 原告の主張 

 原告が平成１８年４月７日に売却したＲ株の取得価額は、甲５記載のとおり、１９７万

９０００円である。これは、前記ア(ア)と同様、原告の母からＬ証券に対して取得価額の

申出がされ、それに基づき記載されたものである。 

(イ) 被告の主張 

 原告のＲ株の取引は、別表７－３のとおりである。すなわち、①平成１２年６月３０日

にｂ機構へ１０００株を再預託し（取得価額不明）、②同１８年１月１７日にＯ証券で４

０００株を８５４万９４５０円で買い付け、同年４月７日にＬ証券で１０００株を２１２

万５０００円で、同月１１日にＯ証券で４０００株を８５６万円でそれぞれ売却している。 

 処分行政庁は、上記取引に基づき、先入先出法により、平成１８年４月７日にＬ証券で

売却した１０００株は、同１２年６月３０日にｂ機構に再預託した１０００株を売却した

ものとし、同１８年４月７日にＬ証券で売却した１０００株の取得価額は、同１２年６月

３０日にｂ機構に再預託した１０００株の取得価額が不明なため、上場株式等の取得費の

特例計算により、同１３年１０月１日の終値の１２３８円に８０パーセントを乗じた金額

９９１円を単価として、売却した１０００株に９９１円を乗じた９９万１０００円を取得

価額とした。 

 原告は、Ｌ証券の資産管理報告書（甲５）に記載されている１９７万９０００円をもっ

て、平成１８年４月７日に売却した１０００株の取得価額であると主張するが、資産管理

報告書が株式の譲渡所得の実際の取得価額を証する証拠とはならず、原告の主張が失当で

あることは、前記ア(イ)のとおりである。 

エ Ｓ株式会社の株式（以下「Ｓ株」という。）について（別表５－３の順号４５） 

(ア) 原告の主張 

 原告は、Ｓ株を、原告の母から相続により取得したものであるが、原告の母は、昭和５

７年２月１６日に９０００株を１株当たり９３５円、合計８４１万５０００円で、同５９

年４月４日に９０００株を１株当たり１５９０円、合計１４３１万円でそれぞれ購入した。

当該金額が記載されているＱ証券作成の書面（甲１６）が信用できるのは、前記イ(ア)と

同様である。 

 そして、原告の父及び原告は、それ以降Ｓ株を取得しておらず、原告が所有していた２

万株のうち２０００株は、無償交付があったものと思われるから、原告が平成１８年１１

月２２日に売却したＳ株２万株の取得価額は、上記の合計２２７２万５０００円である。 

(イ) 被告の主張 

 原告のＳ株の取引は、別表７－４のとおり、平成１８年１１月１６日にＱ証券に２万株

の現物を入庫し（取得価額不明）、同月２２日にＱ証券で２万株を１１９４万円で売却し

たというものである。 

 処分行政庁は、上記取引に基づき、平成１８年１１月２２日にＱ証券で売却した２万株

の取得価額は、Ｑ証券に持ち込んだ２万株の取得価額が不明なため、上場株式等の取得費

の特例計算により、同１３年１０月１日の終値の２３０円に８０パーセントを乗じた金額

１８４円を単価として、売却した２万株に１８４円を乗じた３６８万円を取得価額とした。 

 原告は、甲１６に記載された金額がＳ株の取得価額であると主張するが、甲１６が株式

の譲渡所得の取得価額を証する証拠とはならないことは、前記イ(イ)のとおりである。 
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(5) 争点(5)（災害による立木の損失は山林所得に係る必要経費に算入できるものか否か。）に

ついて 

ア 原告の主張 

 原告が所有する山林の立木が台風の影響で倒れたので、原告がそれを現地で数えたところ、

その数は、平成１６年には３０本、同１７年には２０本であった。そして、倒れた立木の評

価額をｄ新聞のデータに基づき評価すると、１本当たり１万円となる。したがって、原告の

損失は、平成１６年には３０万円、同１７年には２０万円となる。 

 これらの損失は、所得税法５１条３項が規定する災害により山林について生じた損失であ

るから、各年分の山林所得の必要経費として認めるべきである。 

イ 被告の主張 

 原告は、その主張する損失が発生した場所、内容等について具体的根拠を示しておらず、

当該損失が発生したか否かさえ明らかではなく、かつ、当該損失の額が所得税法施行令１４

２条２号に規定される、当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要し

た費用、管理費その他山林の育成に要した費用の額であるか否かが明らかでないことから、

原告の山林所得の必要経費に算入することはできない。 

(6) 争点(6)（賃貸不動産に係る管理業務等を行った者に対して支払った金員の所得区分は何か。

また、当該金員は、源泉徴収すべき所得に当たるか否か。）について 

ア 原告の主張 

 丁及び戊に対する報酬は、口頭によって成立した管理業務等に係る請負契約に基づき支払

っているものであり、給与ではないので、原告に源泉徴収義務はない。このことは、丁及び

戊に対する報酬の振込みに係る自動振込依頼書の送金目的が給与となっていないことから

も明らかである。 

 仮に原告と丁及び戊との間に雇用契約が認められるとしても、所得税は、納税者本人が確

定申告をして納税するのが原則であって、源泉所得税は、雇用主に対して大きな事務負担を

強いるものであり、特に原告のような個人事業主が１人か２人の従業員を雇ったときに、毎

月源泉徴収して納付させるのは、不当であり、違法である。 

イ 被告の主張 

 原告が処分行政庁に提出した本件係争年分の収支内訳書（不動産所得用）の給与賃金の内

訳欄には、前提事実(2)イ(エ)のとおりの記載がされており、原告は、丁及び戊への各報酬

（以下「本件各報酬」という。）が給与であることを自認している。また、戊については、

清掃業務を行うに当たり、丁から指示されていること、清掃業務は週３回午前９時から昼こ

ろまで行っていること、清掃道具は本件マンション土地建物の備え付けのものを使用し、そ

の費用に自己負担はないことが認められ、丁については、管理業務を行うに当たり、原告に

前任の管理人から引継ぎを受けるよう指示され、その引継ぎに基づいた業務を行っているこ

と、一定の時間を拘束されていること、管理業務に関して必要な用具等に係る自己負担はな

いこと、並びに本件マンション土地建物の入居者の退去時の修繕の要否及び範囲等について

原告の判断を仰いでいることが認められる。さらには、本件各報酬は、前提事実(2)イ(エ)

のとおり、毎月定額で支払われている。 

 以上のことから、丁及び戊は、自己の計算と危険において、独立的に管理業務等の役務を

原告に対して提供していたとはいえず、原告の指揮命令に服して管理業務等に従事し、その
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労務の対価として原告から報酬を支給されていたものというべきであり、本件各報酬は、所

得税法２８条１項に規定する給与等に該当するから、本件各報酬の支払者である原告は、同

法１８３条１項に規定する源泉徴収義務を負い、原告が徴収すべき所得税の額は、原告が調

査担当職員らに対して、丁及び戊から扶養控除申告書の提出を受けていない旨答述している

ことから、同法１８５条１項２号の規定により、同法別表第２の乙欄に掲げる税額となる（た

だし、平成１８年１２月３１日までは、負担軽減措置法１１条により負担軽減措置法別表第

１の乙欄に掲げる税額となる。）。 

 原告は、丁及び戊に対する報酬を振り込む際の自動振込依頼書の送金目的を給与としてい

ないから本件各報酬は給与ではない旨主張するが、振込依頼書の記載内容によって支払われ

た報酬が事業所得であるか給与所得であるかが判定されるべきものでないことは明らかで

あるから、原告の主張は理由がない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（原告が乙から本件土地建物の貸付けに係る対価として受領した金員が不動産所得に

係る賃貸料収入に該当するか否か。）について 

(1) 所得税法２６条は、不動産所得とは、不動産等の貸付け（地上権又は永小作権の設定その

他他人に不動産等を使用させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当する

ものを除く。）をいうと定めている。したがって、不動産等の賃料が不動産所得の総収入金額

に算入されるためには、当該賃料が不動産等の貸付けによる所得に該当することが必要である。

そして、不動産等の貸付けによる所得とは、当事者の一方が相手方に不動産等を使用収益させ

て、その対価を得ることを目的とする行為から生ずる所得をいうものと解されるから、不動産

等の賃貸借から生ずる賃料はこれに該当するが、対価を伴わない使用貸借については、借主か

ら貸主に対して金員の交付等があっても、それは当該不動産等の経費の一部の支払にすぎず、

不動産等の貸付けによる所得には該当しないと解すべきである。 

(2) この点に関し、原告は、本件土地建物賃貸借契約に基づき乙に本件土地建物を賃貸し、そ

の対価として賃料を受領しており、これは本件土地建物の貸付けによる所得に該当する旨主張

するので、まず、本件土地建物賃貸借契約の締結の経緯及びその内容について検討する。 

ア 前提事実(2)アに証拠（乙５、１９、２１）及び弁論の全趣旨により認められる事実を総

合すると、本件土地建物賃貸借契約の締結の経緯及びその内容は、以下のとおりである。 

(ア) 乙は、平成１１年のＴ選挙に立候補したが落選してしまったことから、その選挙費用

として借り入れた約４０００万円の負債を抱えることになり、その返済が難しくなった。 

 そこで、乙が従兄弟である原告に相談したところ、原告が乙の自宅である本件土地建物

を乙及びその妻である丙から買うこととし、他方で、乙は本件土地建物に住み続けること

ということになった。乙は、本件土地建物の売却代金を上記負債の返済に充てた。 

(イ) 本件土地建物に乙が住み続けることについては、原告が乙に「賃料タダではあなたも

住みにくいやろ。」と言い、乙も同感であったことから、乙は、毎月何万円も支払うこと

はできないものの、毎月５０００円を原告に支払うことになった。上記５０００円の支払

は、平成１９年７月頃までは、毎月１０日前後の営業日に、乙がＦの会長室で原告に現金

で支払う方法で行っていたが、同年８月頃からは、毎月２５日頃に乙がＣ銀行の口座に振

り込む方法で行うようになった。もっとも、乙は、上記の現金での支払をしていた時であ

っても、原告から領収書を受け取っていない。なお、原告は、本件土地建物の賃料の相場
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は、１か月当たり２万円から３万円くらいであると認識していた。 

(ウ) 本件土地建物賃貸借契約に関し、敷金や権利金の支払はされていない。また、本件土

地建物に係る固定資産税の金額は、平成１６年度及び同１７年度がそれぞれ１０万５３０

０円、同１８年度が９万６４００円であるが、これらは原告が負担している。 

イ これらの事実関係を総合すると、原告は、経済的な窮状にある乙を、従兄弟という親戚関

係にあることから援助することとし、本件土地建物を乙及び丙から購入する形態を採って乙

に対する経済的援助をしたものであり、本件土地建物については、その使用の対価として相

当な金員の支払を受けることなく、従前と同様に乙が使用し続けることとしたものであると

認められる。そして、原告は、乙から毎月５０００円の支払を受けていたものの、それは、

本件土地建物の使用収益の対価というよりは、原告の援助及び本件土地建物の使用許諾に対

するいわば謝礼のようなものであったというのが相当である。このことは、年間の賃料名目

の支払金額が合計わずか６万円であり、本件土地建物の固定資産税の額にも満たないことか

らも明らかというべきである。 

 そうすると、乙による本件土地建物の使用は、対価を得ることを目的としていない使用貸

借契約に基づくものというのが相当である。 

(3) そうすると、本件土地建物に係る収入金額は、不動産の貸付けによる所得ということはで

きず、不動産所得の計算上収入金額に算入するべきものではないというべきである。 

 そして、使用貸借契約に基づき貸し付けている資産に係る減価償却費や固定資産税は、不動

産所得を生ずべき業務に供されたことによって生じたものではないのであるから、不動産所得

の計算上必要経費には算入されないというべきであり、本件土地建物に係る減価償却費、登記

費用の減価償却費及び固定資産税は、原告の不動産所得の計算上必要経費に算入すべきもので

はない。 

２ 争点(2)（本件自宅、本件自動車等及び海外旅行に係る費用並びに修繕取壊積立金等が不動産

所得に係る必要経費に算入できるものか否か。）について 

(1)ア 原告は、本件自宅に係る減価償却費等の費用等は、原告の不動産所得を生ずべき業務に

ついて生じた費用として、必要経費に算入されるべきものであると主張するところ、前提事

実(2)のとおり、原告が不動産所得を生ずべき業務であるとして申告している本件不動産業

務は、その貸付先をＡ、Ｆ及びＨとするものであり、いずれも原告又は原告の妻が代表取締

役又は取締役を務める会社に対するものである。また、その内容も、契約期間は１年間であ

るが自動更新されるもの又は契約期間が２０年間であるものであり、その用途も、Ｅ土地建

物についてはＦの工場等であり、Ｇの山林についてはＨの福祉施設の敷地であって、いずれ

も賃借人が容易に交替するとは考え難いし、本件マンション土地建物についても、原告自身

はＡに対して全体を貸し付けているだけであり、個々の部屋の賃貸業務は、Ａからの転借人

であるＢが行っているものである。したがって、原告が行っている不動産貸付けの業務に要

する時間やコストは、比較的小さなものであるということができる（なお、乙に対する本件

土地建物の貸付けは、使用貸借と認められるべきものであり、不動産所得を生ずる業務とは

いえないことは、前記１のとおりであるから、以下「本件不動産業務」というときは、当該

業務を除いたものを指すものとする。）。 

 イ ところで、所得税法３７条１項は、その年分の不動産所得の金額等の計算上必要経費に

算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その所得の総収入金額に係る売上原価そ
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の他当該総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理

費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨を定めている。この

規定に照らせば、不動産の貸付業を行う者が支出した費用のうち、必要経費に算入されるの

は、当該不動産貸付業の業務の遂行上、客観的に必要なものであると認識できるものでなけ

ればならないと解するべきである。 

 また、所得税法４５条１項１号は、同法３７条１項の別段の定めとして、居住者が支出す

る家事上の経費（以下「家事費」という。）及びこれに関連する経費で政令で定めるもの（以

下「家事関連費」という。）の額は、その者の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入

しない旨を定め、これを受けた所得税法施行令９６条１号は、同法４５条１項１号に規定す

る政令で定める経費は、いわゆる白色申告者については、家事上の経費に関連する経費の主

たる部分が不動産所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を

明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費である旨

規定している。これは、所得を生じる業務の遂行上必要な支出とは解されないもの（家事費）

及び個人事業者等における支出の一部は業務の遂行上必要なものであるが他の一部はそう

でないもの（家事関連費）については、原則として必要経費に算入することができないが、

家事関連費については、業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合

にのみ必要経費として算入することができることとして、所得を稼得するための投下資本の

回収部分である必要経費の算入を適切に行う趣旨であると解される。 

 ウ そこで、前記アのような本件不動産業務の実態を踏まえつつ、原告が不動産所得の金額

の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する各費用が、本件不動産業務の遂行上、

客観的に必要なものということができるか、また、家事費又は家事関連費に当たるものでは

ないかについて検討する。 

(2) 本件自宅に係る費用について 

ア 原告は、本件不動産業務を本件自宅において行っており、その固定資産税、損害保険料、

ホームセキュリティの費用及び修繕費（以下「本件自宅費用」という。）は、本件不動産業

務の家事関連費であるが、その主たる部分が本件不動産業務の遂行上必要であり、かつ、そ

の必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

であるとして、その２分の１は必要経費に算入されるべきものであると主張する。これに対

し、被告は、本件自宅費用は、家事費であるから必要経費として算入することはできず、仮

に家事関連費であるとしても、必要経費として算入されるべきものではないと主張する。 

イ そこで、本件自宅と本件不動産業務との関係についてみると、証拠（甲２０、乙５）及び

弁論の全趣旨によれば、原告は、本件不動産業務については、前記アのとおり、それに要す

る時間は少ないと考えられるものの、その範囲では本件自宅において行っていると認められ

る。したがって、本件自宅費用の支出が本件不動産業務の遂行上全く必要でないとまではい

うことができず、これが家事費であるというのは相当でなく、家事関連費であるというのが

相当である。 

 しかし、上記のとおり、本件不動産業務に要する時間は少ないと考えられる上、本件自宅

内部の写真（甲２０）によっても、本件自宅のうち、本件不動産業務の用に供されている部

分がどの範囲であるかは明らかでなく、また、本件自宅に係る修繕費の内容（乙３９から４

１まで）をみても、本件自宅費用のうち、本件不動産業務の遂行上必要である部分を明らか
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に区分することができるとは認められない。原告は、本件自宅の延床面積の８割を本件不動

産業務の用にも供していると主張し、また、本件自宅費用の２分の１が本件不動産業務の必

要経費であると主張するが、本件自宅が本件不動産業務の遂行のために具体的にどのように

利用されているかを認めるに足りる証拠はなく、むしろ、原告は、原告及びその妻の住居に

おいて、適宜本件不動産業務に関する事務を行っているにすぎないと認められることから、

本件自宅の一部を事務所とみて当該部分に関する本件自宅費用を必要経費と認めるのは相

当でない。 

 したがって、本件自宅費用は、家事関連費であるが、本件不動産業務の遂行上必要である

部分を明らかに区分することができるものではないから、所得税法４５条１項１号及び所得

税法施行令９６条１号により、これを原告の不動産所得の必要経費に算入することはできな

いというべきである。 

(3) 本件自宅倉庫に係る費用について 

ア 原告は、本件自宅で行っている本件不動産業務に関する書面保管のために本件自宅倉庫を

建ててこれを本件不動産業務の用に供しているから、本件自宅倉庫及びそのドアの減価償却

費（以下「本件自宅倉庫費用」という。）は、必要経費に算入されるべきものであると主張

する。これに対し、被告は、本件自宅倉庫費用は、家事費であるから必要経費として算入す

ることはできず、仮に家事関連費であるとしても、必要経費として算入されるべきものでは

ないと主張する。 

イ そこで、本件自宅倉庫と本件不動産業務との関係についてみると、証拠（甲２１、２２、

乙５、４２）によれば、原告は、本件不動産業務に関する契約書等を本件自宅倉庫に保管し

ていることは認められ、契約書等の保管は、本件不動産業務の一部を成すということができ

るから、本件自宅倉庫費用が、本件不動産業務に関連するものでないということはできない。 

 もっとも、前提事実(2)及び前記(1)アのとおり、本件不動産業務は、本件マンション土地

建物のＡへの貸付け、Ｅ土地建物のＦへの貸付け及びＧの山林のＨへの貸付けのみであり、

その業務に要する時間やコストは比較的小さなものであるから、保管に係る書類も多量であ

るとは認められず、また、証拠（甲２１、乙４２）及び弁論の全趣旨によれば、本件自宅倉

庫には、平成１９年６月４日に被告の調査担当職員らが内部を確認した際には、私物が主に

保管されていて、契約書等が保管されていると主張する段ボールが棚の一番上に置かれてい

るにすぎず、平成２１年１０月２０日に原告訴訟代理人が写真撮影した際にも、棚の一部に

ファイル１つ分余りの契約書等と思われる書類が置かれているにすぎなかったものと認め

られ、本件倉庫は、主に本件不動産業務に関連しない用途に利用されていることが認められ

る。 

 そうすると、本件自宅倉庫費用は、本件不動産業務の遂行上必要なものであって家事費と

解することはできないものの、本件自宅倉庫が本件不動産業務以外の用途にも用いられてい

ることから、家事関連費というべきものであるが、上記の事実を総合すると、本件倉庫費用

については、本件不動産業務の遂行上必票な部分を明らかに区分することができるとは認め

られないから、所得税法４５条１項１号及び所得税法施行令９６条１号により、これを原告

の不動産所得の必要経費に算入することはできないというべきである。 

 この点について、原告は、本件自宅倉庫は、保管すべき本件不動産業務に関する書類の重

要性等を考慮して、頑丈な構造のものとしている旨主張し、証拠（甲２２、乙３８、４１）
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によれば、本件自宅倉庫は頑丈な構造のものであると認めることができるが、本件倉庫が主

に本件不動産業務に関連しない用途に利用されているのは上記のとおりであって、頑丈な構

造であることのみをもって、本件自宅倉庫費用について、本件不動産業務の遂行上必要な部

分を区分することができるといえないことはいうまでもない。 

(4) 本件自動車に係る費用について 

ア 原告は、本件自動車を本件マンション土地建物の管理のために使用しているとして、本件

自動車の減価償却費、自動車税、損害保険料及び修繕費用（以下「本件自動車費用」という。）

は、本件不動産業務の家事関連費であるが、その主たる部分が本件不動産業務の遂行上必要

であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分

に相当する経費であるとして、その２分の１は必要経費に算入されるべきものであると主張

する。これに対し、被告は、本件自動車費用は、家事費であるから必要経費として算入する

ことはできず、仮に家事関連費であるとしても、必要経費として算入されるべきものではな

いと主張する。 

イ そこで、本件自動車と本件不動産業務との関係についてみると、原告は、被告調査担当者

に対し、本件自動車を本件マンション土地建物の様子を見に行くため等に使用している旨説

明していることが認められる（乙６）ものの、その具体的な使用の方法や頻度等を認めるに

足りる証拠はなく、前提事実(2)イのとおり、本件マンション土地建物の各部屋は、原告か

らの賃借人であるＡから転貸されたＢが入居者に賃貸していること及び本件マンション土

地建物の管理業務は丁に委託されていることに照らすと、仮に、原告がＢの代表者として本

件マンション土地建物の様子を見に行くことがあったとしても、そのことをもって、Ａに対

する本件マンション土地建物の貸付けを内容とする本件不動産業務の事務として本件自動

車を使用していたと認めることはできないというべきである。 

 また、仮に原告の主張するとおり、本件自動車が本件不動産業務の事務に用いられること

があったとしても、本件自動車費用のうち、本件不動産業務の遂行上必要である部分を明ら

かに区分することができるとは到底認められない。 

 したがって、本件自動車費用は、本件不動産業務の遂行上必要な費用であるとは認められ

ず、家事費に相当するものであり、また、仮に必要な部分があるとしても、それは家事関連

費であり、かつ、本件不動産業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる

ものではないから、いずれにせよ、所得税法４５条１項１号及び所得税法施行令９６条１号

により、これを原告の不動産所得の必要経費に算入することはできないというべきである。 

(5) 本件二輪車の軽自動車税について 

ア 原告は、本件二輪車を本件不動産業務専用の資産として購入したものであり、本件二輪車

の軽自動車税は必要経費に算入されるべきものであると主張する。これに対し、被告は、本

件二輪車は本件不動産業務の用に供されていないのであるから、その軽自動車税を必要経費

に算入することはできないと主張する。 

イ そこで、本件二輪車と本件不動産業務との関係についてみると、原告は、本件二輪車を大

地震が発生したときに本件不動産業務に係る賃貸物件に急行するために購入したもので、地

震が発生しなかったので使用しなかった旨主張するのみで、それを裏付けるに足りる証拠は

なく、本件二輪車を処分するに至った事情も明らかでない。したがって、本件二輪車の軽自

動車税は、本件不動産業務の遂行上必要なものであると認めることはできず、家事費に該当
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するものと認められるから、所得税法４５条１項１号により、これを原告の不動産所得の必

要経費に算入することはできないというべきである。 

(6) 海外旅行の旅費交通費について 

ア 原告は、本件各海外旅行は、本件不動産業務に役立てる調査研究のためのものであり、そ

れらに要した旅費交通費（以下「本件各旅費交通費」という。）は必要経費として認められ

るべきものであると主張する。これに対し、被告は、本件各海外旅行は観光が主な目的であ

り、本件各旅費交通費を必要経費の額に算入することはできないと主張する。 

イ そこで、本件各海外旅行と本件不動産業務との関係についてみると、証拠（甲２、乙５）

及び弁論の全趣旨によれば、本件各海外旅行は、平成１７年４月１３日から同月２５日まで

の「Ｙ」と題する旅行及び同１８年５月１５日から同月２４日までの「Ｚ」と題する旅行で

あること、その内容はいずれも各地の観光スポットを巡るツアー旅行であること、いずれの

旅行にも原告の妻が同行していることが認められる。これらの事情を総合すると、本件各海

外旅行は、観光を主な目的とするもので、本件不動産業務の遂行上必要なものとは認められ

ない。したがって、本件各旅費交通費については、これを原告の不動産所得の計算上必要経

費の額に算入することはできないというべきである。 

 なお、原告は、本件各海外旅行で見分した海外のホテルの規格等を本件不動産業務に役立

てた旨の主張をするところ、実際に本件各海外旅行の後に原告が本件マンション土地建物等

に関して改良等を施したこと等を認めるに足りる証拠はないし、仮に本件各海外旅行で見聞

きしたことが本件不動産業務の遂行上参考になったことがあったとしても、それは観光目的

で行った旅行での経験が事実上役に立ったというものにすぎないというべきである。また、

そもそも、原告が本件各海外旅行の目的として主張する本件マンション土地建物の入居率の

向上は、本件マンション土地建物を各入居者に賃貸する業務を行っているＢにおいて業務と

して行うべきものであるから、原告が仮にそのような目的を有していたとしても、それはＢ

の代表者としての目的というべきものであって、いずれにせよ、本件各海外旅行が、本件不

動産業務の遂行上必要なものであったということはできない。 

(7) 修繕取壊積立金について 

 原告は、本件マンション土地建物の将来の取壊しや修繕に備えるため本件積立金を積み立て

ていたのであり、これは原告の不動産所得の計算上必要経費として認められるべきものである

と主張する。 

 しかし、所得税法３７条１項は、不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の

定めがない限り、不動産所得を得るために直接要した費用の額及び不動産所得を生ずべき業務

について生じた費用の額である旨を定めているところ、不動産の将来の取壊しや修繕のための

積立金が不動産所得を得るために直接要した費用又は不動産所得を生ずべき業務の遂行に必

要な費用であるということはできず、また、所得税法その他の関係法令に、これを必要経費と

して算入することができる旨の別段の定めもない。したがって、本件積立金は、これを原告の

不動産所得の計算上必要経費に算入することはできない。 

 なお、原告は、本件積立金が必要経費として認められないことは、財産権の重大な侵害にな

ると主張するが、所得税法５１条１項は、実際に不動産所得を生ずべき事業の用に供する不動

産の取壊しがあったときには、それにより生じた損失の金額は必要経費に算入する旨規定して

おり、また、修繕費用の支出があった場合にも、同法３７条１項により不動産業務に必要な費



23 

用については必要経費に算入することができるのであるから、原告の上記主張は採用できない。 

(8) 雑費について 

 原告は、本件不動産事業を遂行するため、不動産業者等との打合せのために会食等を行って

支出した費用の額が毎年１００万円を超えているとして、その一部は雑費として必要経費に算

入されるべきである旨主張する。 

 しかし、原告が支出したとする費用の詳細は明らかでなく、支出を裏付ける証拠もないから、

原告が主張するような費用の支出があったとは認められず、また、仮に何らかの支出があった

としても、それが本件不動産業務の遂行上必要なものであったことを認定するに足りる証拠も

ない。したがって、原告が雑費と主張するものは、これを原告の不動産所得の計算上必要経費

に算入することはできない。 

(9) 本件寄付金について 

 原告は、本件寄付金は、本件不動産業務にとって必要なものであるとして必要経費として認

められるべきものであると主張する。 

 しかし、証拠（乙４４）によれば、本件寄付金は、愛媛県四国中央市にあるＩ神社の玉垣の

改修に伴って奉納されるものであり、奉納により、自己の名が刻まれた玉垣が設置されるとい

うもので、その費用の余剰金が玉垣の修理や同神社の運営費用に充てられるというものである

と認められるから、本件寄付金の支出が、本件不動産業務の遂行上必要な費用であるというこ

とはできない。本件寄付金を支出することで、地域社会との関係を良好に保つことができるな

どの利点があるとしても、それは事実上の効果でしかなく、また、本件寄付金の金額が６０万

円であって、原告が申告した平成１８年分の賃貸料収入合計２０００万円（乙５４）と比べて

も高額であることも考慮すると、上記のような事実上の効果をもって、これを本件不動産業務

の遂行上必要な支出であるということはできない。 

 したがって、本件寄付金は、これを原告の不動産所得の計算上必要経費の額に算入すること

はできない。 

３ 争点(3)（株式に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期はいつか。）について 

(1) 所得税法３６条１項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総

収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額

とする旨を定めているところ、これは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が

確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして権利確定の時期の属する年分の

課税所得を計算するといういわゆる権利確定主義を採用したものであり（ 高裁昭和●●年

(○○)第● ●号同４０年９月８日第二小法廷決定・刑集１９巻６号６３０頁、同昭和● ●年

(○○)第●●号同４９年３月８日第二小法廷判決・民集２８巻２号１８６頁ほか参照）、その

収入の原因となる権利が確定する時期は、それぞれの権利の特質を考慮し決定されるべきもの

である（ 高裁昭和●●年（○ ○）第● ●号同５３年２月２４日第二小法廷判決・民集３２

巻１号４３頁）。そして、一般に譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の

所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機

会に、これを清算して課税する趣旨のものと解すべきである（ 高裁昭和●●年（○○）第●

号同４３年１０月３１日第一小法廷判決・裁判集民事９２号７９７頁）から、資産の譲渡によ

る収入を総収入額に計上する時期を判断するに当たっては、当該資産の所有権その他の権利が

相手方に移転する時期が１つの重要な要素となることはいうまでもないが、課税の公平や担税
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力に応じた課税の実現という見地からすると、所有権の移転という法的評価だけでなく、資産

の増加益の利得という経済的利得が確定的に発生する時期がいつであるかについても考慮し、

これらを総合して収入すべき権利の計上時期を判断するのが相当である。 

 この点に関し、所得税法３６条１項を受けた所得税基本通達３６－１２は、山林所得又は譲

渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しが

あった日によるものとし、ただし書で、納税者の選択により当該資産の譲渡に関する契約の効

力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める旨定めている。ま

た、所得税法の特例として申告分離課税の対象となる株式等に係る譲渡所得等の課税について

規定した租税特別措置法３７条の１０を受けた措置法通達３７の１０－１(1)は、所得税基本

通達３６－１２と同様に、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、株式等

の引渡しがあった日によるものとし、ただし書で、納税者の選択により、当該株式等の譲渡に

関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認めると

定めている。 

 ところで、所有権の移転は、当事者の意思表示によってその効力を生ずる（民法１７６条）

ものの、特定物の売買においては、所有権の移転の時期について当事者間の合意で定めること

ができることなどからすると、課税庁において、資産の譲渡があった場合における当該資産の

所有権の移転の時期を一律に判断することは困難である。しかし、資産の譲渡があった場合お

いて、譲渡者がその資産を引き渡したときは、相手方は同時履行の抗弁権を行使することがで

きず、譲渡者が相手方に対してその譲渡代金を請求することが確定的となるのであるから、譲

渡者において資産の増加益の利得という経済的利得が確定的に発生したということができ、譲

渡代金相当額を収入すべき金額として認識し得る状態となったということができる。そうする

と、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期について、原則として、資産の引渡しがあった日

とする旨を定めた所得税基本通達３６－１２の内容は、譲渡所得に対する課税の趣旨を踏まえ

たものとして合理的であるというべきである。また、そのただし書において、資産の譲渡に関

する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める旨の

定めをしているのも、契約の効力発生の時点において既に譲渡者の経済的利得が発生したもの

として譲渡者自身が申告した場合には、その時点を収入すべき時期とすることを妨げる理由も

ないためであると考えられるから、合理的というべきである。 

 そして、申告分離課税の対象となる株式等の譲渡所得の収入すべき時期について定めた措置

法通達３７の１０－１(1)も所得税基本通達３６－１２と同様の趣旨のものと解されるから、

合理的であるということができる。このことは、株券の譲渡には株券の交付が必要であるとさ

れていること（平成１７年法律第８７号による改正前の商法２０５条１項、会社法１２８条１

項）とも整合するものということができる。 

(2) そこで、本件株式に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期について検討すると、本

件株式の受渡日が平成１６年１月６日であることについては当事者間に争いがなく、また、証

拠（乙４８、４９）によれば、原告の平成１５年分の所得税の確定申告及び平成１６年６月４

日付けの平成１５年分の所得税の修正申告において、本件株式等に係る譲渡所得の申告はされ

ていないことが認められる。 

 そうすると、本件株式に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、本件株式の受渡日

である平成１６年１月６日であるとするのが相当であり、本件株式については、平成１６年分
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の株式等に係る譲渡所得等の総収入金額に算入すべきものであるということができる。 

 なお、原告は、上記のとおり、本件株式について、平成１５年分の譲渡所得として申告して

いないにもかかわらず、平成１６年分の譲渡所得の総収入金額にも算入すべきでないと主張し

ており、その主張には一貫性がなく、失当というべきである。 

４ 争点(4)（上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の金額はいくらか。）につ

いて 

 上場株式に係る譲渡所得がある場合に、総収入金額に算入すべき金額は、その年において当該

上場株式を取得する時における価額であるが（所得税法３６条１項、２項）、譲渡所得の計算上、

当該上場株式の取得費及びその譲渡に要した費用の合計額は総収入金額から控除するとされて

いるところ（同法３３条３項）、本件においては、Ｍ株（別表５－１の順号７及び１０）、Ｐ株（別

表５－１の順号３５）、Ｒ株（別表５－３の順号１７）及びＳ株（別表５－３の順号４５）の取

得費の額について争いがあるが、これらの株式を含めた株式に係る収入金額及び譲渡に要した費

用の額並びに上記株式以外の株式の取得費については、当事者間に争いがない。 

 そして、居住者が２回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券の取得費の評価方法につい

ては、所得税法４８条３項を受けた所得税法施行令１０５条が総平均法に準ずる計算方法による

旨を定め、また、租税特別措置法３７条の１１の２第１項は、居住者が、平成１３年９月３０日

以前から引き続き所有していた上場株式を同１５年１月１日から同２２年１２月３１日までの

間に譲渡をした場合における当該上場株式の取得費の計算は、上場株式等の取得費の特例計算に

よる旨を定め、これを受けた租税特別措置法施行令２５条の１０第２項１号が上場株式等の取得

費の特例計算の具体的方法を、同条６項が上場株式等の取得費の特例計算の対象となる上場株式

等に該当するか否かの判定は、先入先出法によることを、それぞれ定めている。 

 そこで、上記各規定に基づき、Ｍ株、Ｐ株、Ｒ株及びＳ株について、原告の譲渡所得の計算上

控除すべき取得費の額について検討する。 

(1) Ｍ株について 

ア 弁論の全趣旨によれば、原告のＭ株の取引は、別表７－１のとおりであると認められる。 

 この点について、原告は、別表７－１の順号１の１０００株につき、原告が原告の母から

相続により取得したものであり、原告が取得した際の取得価額は、資産管理報告書の「Ⅲ 

お預り資産の明細」（甲５）の取得金額欄に記載されている５７５万円であったと主張する。 

 しかし、証拠（甲５、乙４６、５７）によれば、①資産管理報告書は、Ｌ証券において、

平成１１年８月上旬から同１７年又は同１８年ころまでの間、３か月に一度顧客へのサービ

スとしてＬ証券が預かっている株式の同書面作成時点での資産管理状況を知らせるために

作成していた書類であり、これは、顧客からの申出によって簿価管理を行っている場合に作

成されるものであり、株式の取引明細書ではないこと、②資産管理報告書の「Ⅲ お預り資

産の明細」の国内株式欄のうち、平均取得単価欄には、Ｌ証券で買い付けをして買付金額が

判明している銘柄については実際の買付金額を基に平均取得単価を算出した金額が記載さ

れるけれども、株券を持ち込んだ場合など買付単価が不明な場合には、株券を入庫した日の

終値で平均取得単価を算出した金額が記載され、また、他の証券会社で買い付けている株式

を含めた損益が知りたい場合などには、顧客からの申出による金額が記載されることもあり、

実際の買付金額を証明するものではないこと、③したがって、資産管理報告書は税務申告に

は利用できないものであり、その旨の注意書きがされていること、④資産管理報告書の銘柄
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名欄の欄外左横にアスタリスクが２つ（＊＊）記載されている株式は、買付金額が不明な株

式であり、この場合には、Ｌ証券に入庫した日の終値が平均取得単価として記載されるが、

Ｌ証券が簿価管理を開始する前にＬ証券に入庫した株式については、簿価管理を開始した月

の前月末日の終値が平均取得単価として記載されること、⑤Ｌ証券が原告の保有する株式の

簿価管理を開始したのは平成１１年１０月であること、⑥甲５に記載されているＭ株の平均

取得単価は、平成１１年９月の終値と一致することが認められる。 

 そして、これらの事実に原告の母が平成８年３月２３日に死亡していること（乙３、４）

を併せ考慮すると、甲５に記載されているＭ株の平均取得単価が原告の母がこれを取得した

際の取得価額であるとは認められず、他に、原告の母がこれを取得した際の取得価額が１株

当たり５７５０円であると認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、原告の上記主張は採用できず、Ｍ株１０００株の取得価額を認めるに足りる

証拠はないから、これは不明であるといわざるを得ない。 

イ そこで、原告が平成１６年２月５日及び同月１７日に売却したＭ株について、原告の譲渡

所得の計算上控除すべき取得費の額を検討すると、原告は、平成１２年６月３０日にｂ機構

に１０００株を再預託し（Ｌ証券に入庫した日及び取得価額不明）、同１５年１０月７日に

Ｌ証券で５０００株を２０８０万６４９２円で、同日にＮ証券で１０００株を４１３万５２

５０円でそれぞれ買い付け（買付金額は、約定金額と買付手数料の合計金額である。以下同

じ）、これらの株式について、同年１１月２６日にＮ証券で１０００株を４２８万円で、平

成１６年２月５日にＬ証券で３０００株を１３２３万円で、同月１７日にＬ証券で３０００

株を１３５０万円でそれぞれ売却しているから、先入先出法により、平成１５年１１月２６

日にＮ証券で売却した１０００株は、同１２年６月３０日にｂ機構へ再預託した取得価額が

不明な１０００株であるとすることになり、同１６年２月５日及び同月１７日にＬ証券で売

却した各３０００株の取得価額は、同１５年１０月７日にＬ証券及びＮ証券で買い付けた株

式ということになるから、上場株式等の取得費の特例計算の適用はないということになる。

そうすると、これらの株式の取得費は所得税法施行令１１８条１項が規定する総平均法に準

ずる計算方法により算出することになるところ、平成１５年１０月７日に原告が買い付けた

Ｍ株の取得価額の合計金額は２４９４万１７４２円であるから、これを合計株数６０００株

で除した金額である４１５７円（１円未満を切り上げ。以下同じ）を単価として、売却した

３０００株に４１５７円を乗じた１２４７万１０００円が、同１６年２月５日及び同月１７

日に原告が売却したＭ株について、原告の譲渡所得の計算上それぞれ控除すべき取得費の額

となる。 

(2) Ｐ株について 

ア 弁論の全趣旨によれば、原告のＰ株の取引は、別表７－２のとおりであると認められる。 

 この点について、原告は、原告が平成１６年６月８日に売却したＰ株は原告の母から相続

したものであるところ、原告の母がこれを取得した際の取得単価は１１８０円であると主張

し、その根拠として、３０００株についてはＱ証券から交付された「信用取引保証金明細表」

と題する書面（甲８）に記載されている１１８０円が取得単価であり、その余の４０００株

についても同時に取得したと推認されると主張する。 

 しかし、証拠（甲８、乙４５）及び弁論の全趣旨によれば、①Ｑ証券が作成した「信用取

引保証金明細表」と題する書面は、Ｑ証券が顧客の信用取引を管理するために以前使ってい
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た総勘定元帳の裏面の写しであること、②総勘定元帳の裏面は、信用取引を行う上での保証

金額がいくらあるかを管理するために作成していたものであること（表面には信用取引の取

引内容が記載されていた。）、③総勘定元帳の裏面の「代用有価証券」欄の「入庫」の「年月

日」欄には信用取引の担保として差し入れた株式の入庫日が、「株数」欄には入庫株数が、

「単価」欄には入庫日前日の終値が、「金額」欄には「単価」欄記載の単価に株数を乗じた

金額がそれぞれ記載されていること、④甲８は、原告の父Ｕの総勘定元帳の裏面であり、こ

れには、平成２１年９月１０日付けでＱ証券により「原本の写しに相違ありません。」との

証明文言が記載されているが、実際には、原告が持参した書類に上記記載をしたものであり、

その原本はＱ証券には保存されていないことが認められる。 

 上記事実によれば、「信用取引保証金明細表」の「年月日」、「単価」及び「金額」の各欄

に記載されているものが、顧客がＱ証券に保証金として入庫した株式の取得日や実際の金額

であることには直ちにはならないと認められる。そして、他に原告の父がＰ株を取得した日

及び取得金額等が甲８記載のものと同一であることを認めるに足りる証拠はない。 

 したがって、原告の上記主張は採用できず、Ｐ株１万４０００株の取得価額を認めるに足

りる証拠はないから、これは不明であるといわざるを得ない。 

イ そこで、原告が平成１６年６月８日に売却したＰ株について、原告の譲渡所得の計算上控

除すべき取得費の額を検討すると、原告は、平成１４年１１月１９日にＱ証券に１万４００

０株の現物を入庫し（取得価額不明）、これらについて、同月２２日にＱ証券で５０００株

を４９８万５０００円で、１０００株を９９万７０００円で、同月２７日に１０００株を９

９万７０００円でそれぞれ売却している。そして、同月２９日にＮ証券で２０００株を１８

４万２６２５円で、同日にＬ証券で５０００株を４６２万８９６４円でそれぞれ買い付けた

後、同１５年１２月１８日にＮ証券で２０００株を１８７万８０００円で売却している。そ

して、同１６年６月３日にＬ証券で１０００株を９９万２０００円で、同月８日にＱ証券で

４０００株を３９８万円で、１０００株を９９万５０００円で、２０００株を１９９万円で、

同月９日にＬ証券で４０００株を４０２万円でそれぞれ売却しているところ、先入先出法に

より、平成１４年１１月２２日及び同月２７日にＱ証券で売却した合計７０００株、同１５

年１２月１８日にＮ証券で売却した２０００株、同１６年６月３日にＬ証券で売却した１０

００株及び同月８日にＱ証券で売却した４０００株の合計１万４０００株は、Ｑ証券に同１

４年１１月１９日に現物を持ち込んだ１万４０００株であるということになる。そうすると、

同１６年６月８日に売却した４０００株については、その取得価額が不明であり、総平均法

に準ずる方法により取得費を算出することはできないが、証拠（乙３、４）及び弁論の全趣

旨によれば、原告が同８年３月２３日に原告の母から相続したものと認められることから、

上場株式の取得費の特例計算を適用することができることになるというべきであるから、弁

論の全趣旨により認められる同１３年１０月１日のＰ株の終値９８５円（租税特別措置法施

行令２５条の１０第２項１号）に８０パーセントを乗じた金額７８８円を単価とし、売却し

た４０００株に７８８円を乗じた３１５万２０００円を取得価額とすることができる。 

 他方、平成１６年６月８日にＱ証券で売却した１０００株及び２０００株については、上

場株式の取得費の特例計算の適用はないから、総平均法に準ずる計算方法によってその取得

費を計算すると、同１４年１１月２９日に買い付けた合計７０００株の取得費合計６４７万

１５８９円を合計７０００株で除した金額９２５円を単価として、売却したそれぞれの株数
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に９２５円を乗じた各金額９２万５０００円及び１８５万円の合計２７７万５０００円を

同１６年６月８日に原告が売却したＰ株について原告の譲渡所得の計算上控除すべき取得

費の額とすることができることになる。 

(3) Ｒ株について 

ア 弁論の全趣旨によれば、原告のＲ株の取引は、別表７－３のとおりであると認められる。 

 この点につき、原告は、別表７－３の順号１の１０００株につき、原告が原告の母から相

続により取得したものであり、原告が取得した際の取得価額は、資産管理報告書の「Ⅲ お

預り資産明細」（甲５）の取得金額欄に記載されている１９７万９０００円であったと主張

し、原告が平成１８年４月７日にＬ証券で売却した１０００株はこれに相当すると主張する。 

 しかし、前記(1)アのとおり、Ｌ証券の資産管理報告書は、株式の取引明細書ではないし、

「Ⅲ お預り資産の明細」（甲５）のＲの欄外左横には「＊＊」の表示があることから、そ

の買付金額は不明であり、これに記載された金額が取得価額であるとは認められないのであ

って、他に、原告の母がこれを取得した際の取得価額が上記金額であると認めるに足りる証

拠はない。 

 したがって、原告の上記主張は採用できず、Ｒ株１０００株の取得価額を認めるに足りる

証拠はないから、これは不明であるといわざるを得ない。 

イ そこで、原告が平成１８年４月７日に売却したＲ株について、原告の譲渡所得の計算上控

除すべき取得費の額を検討すると、原告は、平成１２年６月３０日にｂ機構へ１０００株を

再預託し（取得価額不明）、同１８年１月１７日にＯ証券で４０００株を８５４万９４５０

円で買い付け、同年４月７日にＬ証券で１０００株を２１１万５０００円で、同月１１日に

Ｏ証券で４０００株を８５６万円でそれぞれ売却しているから、先入先出法により、同１８

年４月７日Ｌ証券で売却した１０００株は、同１２年６月３０日にｂ機構へ再預託した１０

００株を売却したものとすることになり、その取得価額は不明であるから、総平均法に準ず

る方法により取得費を計算することはできないが、上場株式等の取得費の特例計算の適用が

できるところ、弁論の全趣旨により認められる同１３年１０月１日のＲ株の終値１２３８円

（租税特別措置法施行令２５条１０第２項１号）に８０パーセントを乗じた金額９９１円を

単価とし、売却した１０００株に９９１円を乗じた９９万１０００円を、原告が同１８年４

月７日に売却したＲ株について原告の譲渡所得の計算上控除すべき取得費の額とすること

ができることとなる。 

(4) Ｓ株について 

ア 弁論の全趣旨によれば、原告のＳ株の取引は、別表７－４のとおりであると認められる。 

 この点について、原告は、原告が平成１８年１１月２２日に売却したＳ株の取得価額は、

Ｑ証券から交付された「信用取引保証金明細表」と題する書面（甲１６）に記載されている

８４１万５０００円及び１４３１万円の合計２２７２万５０００円であると主張する。 

 しかし、「信用取引保証金明細表」と題する書面（甲１６）は、甲８と同様の書面である

ところ、前記(2)アのとおり、上記書面に記載されている年月日及び金額は実際の取得年月

日及び取得金額ではないのであり、他にＳ株の取得金額が上記書面に記載されている金額と

同額であることを認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は採用できない。 

 そして、Ｓ株の取得価額を認めるに足りる証拠はないから、これは不明であると言わざる

を得ない。 
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イ そこで、原告が平成１８年１１月２２日にＱ証券で売却したＳ株２万株について、原告の

譲渡所得の計算上控除すべき取得費の額を検討すると、証拠（乙３、４）及び弁論の全趣旨

によれば、原告が同月１６日にＱ証券に持ち込んだ２万株は原告が原告の母から同８年３月

２３日に相続したものと認められるから、上場株式等の取得費の特例計算の適用があること

になり、弁論の全趣旨により認められる同１３年１０月１日のＳ株の終値２３０円（租税特

別措置法施行令２５条の１０第２項１号）に８０パーセントを乗じた金額１８４円を単価と

し、売却した２万株に１８４円を乗じた３６８万円を、原告が同１８年１１月２２日に売却

したＳ株について原告の譲渡所得の計算上控除すべき取得費の額とすることができること

になる。 

５ 争点(5)（災害による立木の損失は山林所得に係る必要経費に算入できるものか否か。）につい

て 

(1) 原告は、原告が所有する立木が平成１６年には３０本、同１７年には２０本倒れたところ、

その損害額は１本当たり１万円となるから、同１６年には３０万円、同１７年には２０万円が

所得税法５１条３項により各年分の山林所得の必要経費として認められるべきである旨主張

する。 

(2) しかし、原告が主張するような立木が倒れた事実があったことを認めるに足りる証拠はな

い。 

 また、仮にそのような事実があったとしても、所得税法５１条３項により山林所得の金額の

計算上必要経費に算入される山林について生じた損失の金額の基礎となる資産の価額につい

て、所得税法施行令１４２条２号は、当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、

取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額としているところ、原告が

主張する１本１万円という損失額が、上記のような費用を基礎として計算されたものであるこ

とを認めるに足りる証拠もない。 

 したがって、原告が主張する損失額は、山林所得の必要経費に算入することはできないとい

うべきである。 

６ 争点(6)（賃貸不動産に係る管理業務等を行った者に対して支払った金員の所得区分は何か。

また、当該金員は、源泉徴収すべき所得に当たるか否か。）について 

(1) 証拠（乙５０から５６まで）及び弁論の全趣旨によれば、丁及び戊が行っていた本件マン

ション土地建物の管理業務及び清掃業務に関し、以下の事実が認められる。 

ア 丁は、平成１６年３月ころから、本件マンション土地建物の管理業務に従事しており、そ

の間他の仕事をしたことはない。管理業務に従事するに当たり、契約書等は作成していない。

管理業務の方法について、丁は、原告から直接指示を受けていないが、原告に前任の管理人

から引継ぎを受けるように指示されたところ、その内容は、入退去の手続、補修及び点検等、

水道の検針、本件マンション土地建物の工事等の立会い及び修繕依頼、月末の本社への報告

等である。修繕の内容については、原告の許可を得ている。 

 丁が勤務する時間は決められていないが、午前９時頃から午後４時頃まではなるべく本件

マンション土地建物にいるようにしている。 

 丁に対する管理業務の報酬の額は、月額１０万円であり、前任の管理人と同額である。丁

に対する報酬は、毎月、原告名義でＣ銀行土居支店の丁名義の普通預金口座に振り込む方法

で支払われている。 
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 管理業務に必要な費用を丁が個人として負担することはない。 

イ 戊は、丁の紹介で、本件マンション土地建物の清掃業務に従事するようになった。契約書

は作成していない。清掃業務の方法については、丁から指示を受けた。 

 戊は、週３回、午前９時頃から正午頃まで清掃業務を行っており、清掃道具は本件マンシ

ョン土地建物に備付けのものを使っている。 

 戊に対する清掃業務の報酬は、月額８万５０００円であり、丁から提示された。戊に対す

る報酬は、毎月原告名義で、Ｄ信用金庫寒川支店の戊名義の普通預金口座に振り込む方法で

支払われている。 

 戊は、他の仕事をしたことはない。 

ウ 原告は、前提事実(2)イのとおり、原告が処分行政庁に提出した本件各係争年分の収支内

訳書（不動産所得用）の給料賃金の内訳欄に、平成１６年分については丁、平成１７年分及

び同１８年分については戊に対する給料賃金を記載している。 

(2) 原告は、丁及び戊に対する報酬は、請負契約によるもので、同人らの給与所得には該当し

ない旨主張するところ、所得税法上の事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営ま

れ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認めら

れる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因

に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、

給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的又は時間的な拘

束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるもので

あるかどうかが重視されなければならないというべきである。 

 これを本件についてみると、丁は、原告から直接管理業務の内容について指示を受けたとは

認められないものの、前任者から引継ぎを受けるように指示を受け、それに従って管理業務を

行っており、修繕等については原告の指示を受けていること、一定時間の拘束を受け、その間

は本件マンション土地建物にいること、丁が業務遂行に当たり自己負担するものはないこと、

継続的に行われている管理業務に対して、毎月定額の報酬が支払われていることに照らせば、

丁は、原告の指揮命令に服して本件マンション土地建物の管理業務に従事し、その労務の対価

として原告から報酬を給付されていたものというべきである。 

 同様に、戊は、原告に雇用されている丁から清掃業務について指示を受けていること、一定

時間の拘束を受けていること、使用する清掃道具等について自己負担はないことに照らせば、

戊は、原告の指揮命令に服して本件マンション土地建物の清掃業務に従事し、その労務の対価

として原告から報酬を給付されていたものというべきである。 

 これらのことは、前記(1)ウのとおり原告自身がこれを給料賃金として認識していたとうか

がわれることからも明らかというべきである。 

 したがって、本件各報酬は所得税法２８条１項に規定する給料又は賃金に該当するというの

が相当である。 

(3) そうすると、本件各報酬の支払者である原告は、所得税法１８３条１項に規定する源泉徴

収義務を負っているところ、原告が徴収すべき所得税の額は、原告が丁及び戊から扶養控除申

告書の提出を受けていない（乙６）ことから、同法１８５条１項２号により、所得税法別表第

２の乙欄に掲げる税額となる（ただし、平成１８年１２月３１日までは、負担軽減措置法１１

条により負担軽減措置法別表第１の乙欄に掲げる税額となる。）ところ、前提事実(2)イ(エ)の
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とおり、原告が丁及び戊に対して支払った給与の額は、別表６の「支払金額」欄記載のとおり

であるから、原告が納付すべき税額は、別表６の「納付すべき税額」欄記載のとおりとなる。 

 なお、原告は、源泉徴収制度は、雇用主に対して大きな事務負担をかけるものであり違法で

ある等の主張をするが、給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は、これによって国は税収

を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、納税者の側にお

いても申告、納付等に関する煩雑な事務から免れることができ、また、徴収義務者にしても、

給与の支払をする際所得税を天引きし、その翌月１０日までにこれを国に納付すればよいので

あるから、利するところがないとはいえず、合理的な制度であって（ 高裁昭和●●年(○○)

第 ● ●号同３７年２月２８日大法廷判決・刑集１６巻２号２１２頁参照）、原告の上記主張

は採用できない。 

７ 本件各更正処分の適法性について 

 前記１から５までに判断したところに、原告の確定申告の内容及び弁論の全趣旨を総合考慮す

ると、前記１から５までの各争点以外のところを含め、前記第２の３記載のとおり被告が本件各

更正処分の根拠として主張するところは、いずれも適法であると認められる。 

 そして、上記の点を踏まえ、所得税法８９条１項、負担軽減措置法４条その他関係法令に従っ

て計算すれば、前記第２の３記載の被告の主張に係る本件各更正処分の根拠のとおり、原告の本

件各係争年分の所得税の納付すべき税額は、平成１６年分について２４４万６４００円、平成１

７年分について４１９万９４００円、平成１８年分について４８９万５４００円であると認めら

れるところ、本件各更正処分における納付すべき税額は、いずれも上記各金額を下回るから、本

件各更正処分は、いずれも適法であると認められる。 

８ 本件各賦課決定処分の適法性について 

 本件各更正処分により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、本件各更正

処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６５条４項にお

ける正当な理由があると認められる事実があるとは認められないから、本件各更正処分により原

告が新たに納付すべき所得税額を基礎として、国税通則法６５条等の規定に従って過少申告加算

税を算定すれば、その額は、平成１６年分について１４万８０００円、平成１７年分について１

６万３０００円、平成１８年分について４６万１０００円となる。これは、本件各賦課決定処分

における過少申告加算税の額と同額であるから、本件各賦課決定処分は、いずれも適法であると

認められる。 

９ 本件納税告知処分の適法性について 

 前記６のとおり、原告については、丁及び戊に支払った本件各月分の給与について源泉徴収義

務があり、原告が納付すべき本件各月分の源泉徴収税額を算定すれば、その額は、別表６の「納

付すべき税額」欄記載のとおりとなるところ、これらは、本件納税告知処分における納付すべき

税額といずれも同額であるから、本件各納税告知処分はいずれも適法であると認められる。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につ

き、行政事件訴訟法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 杉原 則彦 
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   裁判官 角谷 昌毅 

   裁判官 澤村 智子 
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（別紙１） 

関係法令等の定めの概要 

１ 不動産所得に関する関係法令 

(1) 所得税法 

ア 所得税法２６条１項は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機

（以下「不動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使

用させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう旨を

定め、同条２項は、不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費

を控除した金額とすると定めている。 

イ 所得税法３７条１項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、その所得の総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその

年におけるその所得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債

務の確定しないものを除く。）の額とする旨を定めている。 

ウ 所得税法４５条１項１号は、居住者（国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて１年以上居

所を有する個人をいう。同法２条１項３号）が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連

する経費で政令で定めるものの額は、その者の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しな

い旨を定めている。 

(2) 所得税法施行令 

 所得税法施行令９６条は、所得税法４５条１項１号に規定する政令で定める経費は、家事上の経

費に関連する経費の主たる部分が不動産所得等を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必

要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費（１号）及び

１号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けている居住者

に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録に基づいて、不動産所得等を生ずべき業務

の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費（２号）以外の経費と

する旨を定めている。 

２ 分離課税の株式譲渡所得に関する関係法令等 

(1) 所得税法 

ア 所得税法３３条１項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨を定め、同条３項は、

譲渡所得の金額は、資産の譲渡（同条２項の規定に該当するものを除く。）による所得につき、

その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産

の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額（同条

４項により５０万円）を控除した金額とする旨を定めている。 

イ 所得税法３６条１項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入

金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額（金銭

以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利そ

の他経済的な利益の価額）とすると定めている。 

ウ 所得税法３８条１項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがある

ものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とすると定めて

いる。 

エ 所得税法４８条３項は、居住者が２回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券につき３８
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条１項（譲渡所得の金額の計算上控除する取得費）の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算

上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎と

して１項の規定に準じて評価した金額とする旨を定め、同法４８条１項は、居住者の有価証券に

つき３７条１項（必要経費）の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する

金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年１２月３１日において有する有価証

券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額（評価の方法を

選定しなかった場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額）とすると定

めている。 

(2) 所得税法施行令 

ア 所得税法施行令１１８条１項は、居住者が所得税法４８条３項（譲渡所得の基因となる有価証

券の取得費等の計算）に規定する２回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券で譲渡所得の

基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき同法３８条１項（譲渡所得の金額の計算上

控除する取得費）の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金

額は、当該有価証券を 初に取得した時（その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、

直前の譲渡の時。以下この項において同じ。）から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該

初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券に

つき同施行令１０５条１項１号（総平均法）に掲げる総平均法に準ずる方法により算出した１単

位当たりの金額により計算した金額とする旨を定めている（以下、この計算方法を「総平均法に

準ずる計算方法」という。）。 

イ 所得税法施行令１０５条１項１号は、総平均法は、有価証券をその種類及び銘柄（以下この項

において「種類等」という。）の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年

１月１日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得

した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除

して計算した価額をその１単位当たりの取得価額とする方法をいう旨を定めている。 

(3) 租税特別措置法 

 租税特別措置法３７条の１１の２第１項は、居住者が平成１３年９月３０日以前から引き続き所

有していた上場株式等（株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものと

して政令で定めるものなど同法３７条の１１の３第２項に規定するものに同年１０月１日におい

て該当していたものをいう。以下同じ。）を同１５年１月１日から同２２年１２月３１日までの間

に譲渡した場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得（同法３２条２項の規定に該当する

ものを除く。）の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法３８条、４８条及び６１

条の規定にかかわらず、当該上場株式等の同１３年１０月１日における価額として政令で定める金

額の１００の８０に相当する金額とすることができる旨を定めている（以下、この計算方法を「上

場株式等の取得費の特例計算」という。）。 

(4) 租税特別措置法施行令 

ア 租税特別措置法施行令２５条の１０第２項１号（平成１９年政令第９２号による改正前のもの。

以下同じ。）は、租税特別措置法３７条の１１の２第１項に規定する平成１３年１０月１日にお

ける価額として政令で定める金額は、取引所売買株式等（その売買が主として証券取引所（証券

取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において

同じ。）において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。）については、証券取引
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所において公表された同日における当該取引所売買株式等の 終の売買の価格（公表された同日

における 終の売買の価格がない場合には、公表された同日における 終の気配相場の価格とし、

その 終の売買の価格及びその 終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の 終の

売買の価格又は 終の気配相場の価格が公表された日で同日に も近い日におけるその 終の

売買の価格又はその 終の気配相場の価格とする。）に相当する金額をその株式等の１単位当た

りの価額として計算した金額とする旨を定めている。 

イ 租税特別措置法施行令２５条の１０第６項（平成２２年政令第５８号による改正前のもの。以

下同じ。）は、特定譲渡（平成１５年１月１日から同２２年１２月３１日までの間の譲渡）をし

た上場株式等（以下「譲渡上場株式等」という。）が当該特定譲渡の時において租税特別措置法

３７条の１１の２第１項に規定する同１３年９月３０日以前から引き続き所有していた上場株

式等に該当するかどうかの判定は、その者が当該特定譲渡の前に取得をした当該譲渡上場株式等

と同一銘柄の株式等のうち先に取得したものから順次譲渡をしたものとした場合に当該特定譲

渡をしたものとされる当該同一銘柄の株式等の取得の日により行うものとする旨を定めている

（以下、この方法を「先入先出法」という。）。 

(5) 所得税基本通達 

 所得税基本通達３６－１２は、山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所

得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとするとし、ただし書きで、納税

者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告が

あったときは、これを認める旨を定めている。 

(6) 租税特別措置法（株式等に係る譲渡所得関係）の取扱い通達（以下「措置法通達」という。） 

ア 措置法通達３７の１０－１(1)は、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、

株式等の引渡しがあった日によるとし、ただし書きで、納税者の選択により、当該株式等の譲渡

に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める旨

を定めている。 

イ 措置法通達３７の１１の２－３は、譲渡をした同一銘柄の上場株式等のうちに、「上場株式等

の取得費の特例」の適用がある上場株式等とその適用がない上場株式等とが含まれる場合には、

当該適用がある上場株式等については同特例を適用し、当該適用がない上場株式等については所

得税法３８条、４８条及び６１条の規定により、それぞれ取得費を計算するとし、当該適用がな

い上場株式等に係る部分の取得費の計算に当たっては、当該適用がある上場株式等を含めて計算

することに留意する旨を定めている。 

３ 山林所得に関する関係法令 

(1) 所得税法 

ア 所得税法３２条１項は、山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいうと定めている。 

イ 所得税法５１条３項は、災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた

損失の金額（保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除

く。）は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計

算上、必要経費に算入すると定め、同条５項は、同条３項に規定する損失の金額の計算に関し必

要な事項は、政令で定める旨定めている。 

(2) 所得税法施行令 

 所得税法施行令１４２条２号は、所得税法５１条３項に規定する損失の金額の計算の基礎となる
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資産の価額は、当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費

その他その山林の育成に要した費用の額とする旨を定めている。 

４ 源泉徴収に関する関係法令 

(1) 所得税法 

ア 所得税法２８条１項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質

を有する給与に係る所得をいう旨を定めている。 

イ 所得税法１８３条１項は、居住者に対し国内において同法２８条１項（給与所得）に規定する

給与等（以下この章において「給与等」という。）の支払をする者は、その支払の際、その給与

等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しな

ければならないと定めている。 

ウ 所得税法１８５条１項２号（平成２２年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）は、同

法１８６条に規定する賞与以外の給与等について同法１８３条１項（源泉徴収義務）の規定によ

り徴収すべき所得税の額は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出

の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等（１号）及び労働した日又は時間によって算定さ

れ、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの（３号）以外の給与等のう

ち、給与等の支給期が毎月と定められている場合には、別表第２の乙欄に掲げる税額とする旨を

定めている。 

エ 所得税法別表第２の乙欄に掲げる税額は、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が８万

８０００円未満の場合には、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の３％に相当する金額

とされている。 

(2) 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律

（以下「負担軽減措置法」という。なお、これは、平成１８年法律第１０号により、平成１９年１

月１日に廃止されており、以下、特に断らない限り、同廃止前のものをいう。） 

ア 負担軽減措置法１１条は、居住者に対し平成１１年４月１日以後に支払うべき給与等に係る所

得税法第４編第２章第１節の規定の適用については、同法１８５条１項中「別表第２」とあるの

は「負担軽減措置法別表第１」とする旨を定めている。 

イ 負担軽減措置法別表第１の乙欄に掲げる税額は、次のとおりと定められている。 

(ア) 平成１７年法律第２１号による改正（平成１８年１月１日施行）前の負担軽減措置法 

ａ その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が８万７０００円未満の場合は、その月の社

会保険料等控除後の給与等の金額の５％に相当する金額 

ｂ その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が９万９０００円以上１０万１０００円未

満の場合は、５５００円 

(イ) 平成１８年法律第１０号による改正（平成１９年１月１日廃止）前の負担軽減措置法 

 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が８万７０００円未満の場合は、その月の社会

保険料等控除後の給与等の金額の６％に相当する金額 

以上 
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（別紙２） 

物件目録 

１－１ 所  在   四国中央市 

    地  番    

    地  目   宅地 

    地  積   １７９．３４平方メートル 

１－２ 所  在   四国中央市 

    家屋番号    

    種  類   居宅 

    構  造   鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

    床 面 積   １階 ６５．３７平方メートル 

           ２階 ６４．５９平方メートル 

２－１ 所  在   四国中央市 

    地  番    

    地  目   宅地 

    地  積   １８７９．９４平方メートル 

２－２ 所  在   四国中央市 

    家屋番号    

    種  類   事務所・共同住宅 

    構  造   鉄筋コンクリート造鋼板葺５階建 

    床 面 積   １階 ８３０．７７平方メートル 

           ２階 ４７０．８０平方メートル 

           ３階 ３９０．２１平方メートル 

           ４階 ３９０．２１平方メートル 

           ５階 ３９０．２１平方メートル 

３－１ 所  在   四国中央市 

    地  番    

    地  目   宅地 

    地  積   ７８５．８９平方メートル 

３－２ 所  在   四国中央市 

    地  番    

    地  目   宅地 

    地  積   １１６３．８０平方メートル 

３－３ 所  在   四国中央市 

    地  番    

    地  目   宅地 

    地  積   ２３６．３７平方メートル 

３－４ 所  在   四国中央市 

    家屋番号    

    種  類   居宅 
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    構  造   木造瓦葺平家建 

    床 面 積   ７１．６３平方メートル 

４   所  在   三好市 

    地  番    

    地  目   山林 

    地  積   １万６０２３平方メートル 

以上 
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（別紙３） 

本件各処分の根拠及び適法性 

第１ 本件各更正処分の根拠及び適法性 

１ 本件各更正処分の根拠 

 原告の本件各係争年分の所得税に係る納付すべき税額等は、次のとおりである（別表３－１参照）。 

(1) 平成１６年分 

ア 総所得金額 ５５４８万８８５０円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計金額である。 

(ア) 不動産所得の金額 ９７３万３５５０円 

 上記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算した後の金額から、次のｃの金額を減算した

後の金額である。 

ａ 修正申告額 ７１１万９４０２円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付けで、処分行政庁に提出した平成１６年分

の所得税の修正申告書（以下「平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書」とい

う。）に記載した不動産所得の金額と同額である。 

ｂ 修正申告額（不動産所得）に加算した金額 ２７４万８７８３円 

 上記金額は、次の(a)から(f)までの各金額の合計金額である。 

 なお、次の(a)から(f)までの各金額は、原告の平成１６年分の不動産所得の必要経費に

算入されていた金額のうち、処分行政庁が、当該必要経費に当たらないとして否認した金

額を、その否認前の各費用の項目別に記載したものである（以下、１７年分及び同１８年

分も同じ）。 

(a) 減価償却費 ７８万３９６８円 

 上記金額は、原告が所有する不動産等に係る減価償却費のうち、原告の不動産所得に

係る必要経費に当たらない金額（別表４－１の「修正申告②」欄の順号５から８までの

合計金額）である。 

(b) 租税公課 ３９万１３００円 

 上記金額は、原告が所有する不動産等に係る租税公課のうち、原告の不動産所得に係

る必要経費に当たらない金額（別表４－１の「修正申告②」欄の順号１２から１４まで

の合計金額）である。 

(c) 損害保険料 １万５２６０円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付けで処分行政庁に提出した平成１６

年分の所得税の収支内訳書（不動産所得用）（以下「平成１９年６月２９日付け平成１

６年分収支内訳書」という。）に記載した金額と同額である。 

(d) 修繕費 ５万８２５５円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(e) 修繕取壊積立金 １００万００００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 
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 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(f) 雑費 ５０万００００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

ｃ 修正申告額（不動産所得）から減算した金額 １３万４６３５円 

 上記金額は、次の(a)から(d)までの各金額の合計金額である。 

(a) 乙からの収入 ６万００００円 

 上記金額は、原告が乙から得ていた金員であり、原告の不動産所得に係る収入金額に

当たらない金額である。 

(b) 減価償却費の過少計上額 ７万００００円 

 上記金額は、原告が所有するＥ土地建物に係る減価償却費の計算誤りにより生じた、

計上すべき減価償却費との差額であり、原告の不動産所得に係る必要経費に算入すべき

金額である。 

(c) 租税公課 １８００円 

 上記金額は、原告が所有するＧの山林の固定資産税額であり、原告の不動産所得に係

る必要経費に算入すべき金額である。 

(d) 雑費 ２８３５円 

 上記金額は、不動産所得に係る給与賃金の支払に伴う振込手数料として平成１６年中

にＶ銀行三島支店へ支払った金額の合計金額であり、原告の不動産所得に係る必要経費

に算入すべき金額である。 

(イ) 配当所得の金額 ３８９万８７５０円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ４１８５万６５５０円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

イ 分離課税の株式譲渡所得金額 ５８８万００７９円 

 上記金額は、原告の平成１６年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額であり、次の(ア)の金

額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である（別表５－１の「④損益額」欄の順

号５２）。 

(ア) 総収入金額 ２億４９０４万６７００円 

 上記金額は、原告の平成１６年分の上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計金額である

（別表５－１の「①収入金額」欄の順号５２）。 

(イ) 取得費 ２億４２１７万３５３０円 

 上記金額は、原告の平成１６年分の上場株式等の譲渡に係る取得費の合計金額である（別

表５－１の「②取得費」欄の順号５２）。 

(ウ) 譲渡委託手数料 ９９万３０９１円 

 上記金額は、原告の平成１６年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡委託手数料の合計金額で
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ある（別表５－１の「③譲渡のための委託手数料等」欄の順号５２）。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２１５万７８９４円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を減算した後の金額である。 

(ア) 修正申告額 ２４５万７８９４円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した所得か

ら差し引かれる金額の合計金額である。 

(イ) 雑損控除の額 ３０万００００円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書において、当該修

正申告額の計算上算入した雑損控除の額３０万円であるが、上記の金額は、所得税法７０条

３項に規定する「被災事業用資産の損失の金額」に該当することから、所得税法７２条１項

の規定は適用されない。よって同金額を上記(ア)の金額から減算する。 

エ 課税総所得金額 ５３３３万００００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５５４８万８８５０円から前記ウの所得控除の額の合計額

２１５万７８９４円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１０

００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

オ 課税される株式譲渡所得金額 ５８８万００００円 

 上記金額は、前記イの分離課税の株式譲渡所得金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規

定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

カ 納付すべき税額 ２４４万６４００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計金額から(ウ)から(カ)までの各金額の合計金

額を差し引いた後の金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数

金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １７２４万２１００円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額に所得税法８９条１項所定の税率（ただし、平成１

８年法律第１０号による改正前のもの。以下、同じ。）及び負担軽減措置法４条所定の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 株式譲渡所得金額に対する税額 ４１万１６００円 

 上記金額は、前記オの課税される株式譲渡所得金額に租税特別措置法３７条の１１第１項

（ただし、平成２０年法律第２３号による改正前のもの。以下同じ）の税率を乗じて算出し

た金額である。 

(ウ) 配当控除の額 １９万４９３８円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(エ) 定率減税額 ２５万００００円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(オ) 源泉徴収税額 １２３７万３０６７円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(カ) 予定納税額 ２３８万９２００円 
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 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１６年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(2) 平成１７年分 

ア 総所得金額 ５６８９万５６２３円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計金額である。 

(ア) 不動産所得の金額 １００１万３３２３円 

 上記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算した後の金額から次のｃの金額を減算した後

の金額である。 

ａ 修正申告額 ５９７万６６２３円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付けで、処分行政庁に提出した平成１７年分

の所得税の修正申告書（以下「平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書」とい

う。）に記載した不動産所得の金額と同額である。 

ｂ 修正申告額（不動産所得）に加算した金額 ４１０万１０２０円 

 上記金額は、次の(a)から(g)までの各金額の合計金額である。 

(a) 減価償却費 ５５万１３９０円 

 上記金額は、原告が所有する不動産等に係る減価償却費のうち、原告の不動産所得に

係る必要経費に当たらない金額（別表４－２の「修正申告」欄の順号５から９までの合

計金額）である。 

(b) 旅費交通費 ７６万８４５０円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付けで処分行政庁に提出した平成１７

年分の所得税の収支内訳書（不動産所得用）（以下「平成１９年６月２９日付け平成１

７年分収支内訳書」という。）に記載した金額と同額である。 

(c) 租税公課 ３８万２４００円 

 上記金額は、原告が所有する不動産等に係る租税公課のうち、原告の不動産所得に係

る必要経費に当たらない金額（別表４－２の「修正申告」欄の順号１３から１６までの

合計金額）である。 

(d) 損害保険料 １万８７８０円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(e) 修繕費 ６３万００００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(f) 修繕取壊積立金 １００万００００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(g) 雑費 ７５万００００円 
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 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

ｃ 修正申告額（不動産所得）から減算した金額 ６万４３２０円 

 上記金額は、次の(a)から(c)までの各金額の合計金額である。 

(a) 乙からの収入 ６万００００円 

 上記金額は、原告が乙から得ていた金員であり、原告の不動産所得に係る収入金額に

当たらない金額である。 

(b) 租税公課 １８００円 

 上記金額は、原告が所有するＧの山林の固定資産税額であり、原告の不動産所得に係

る必要経費に算入すべき金額である。 

(c) 雑費 ２５２０円 

 上記金額は、不動産所得に係る給与賃金の支払に伴う振込手数料として平成１７年中

にＤ信用金庫松柏支店へ支払った金額の合計金額であり、原告の不動産所得に係る必要

経費に算入すべき金額である。 

(イ) 配当所得の金額 ４９６万８７５０円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ４１９１万３５５０円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

イ 分離課税の株式譲渡所得金額 ３９万４７４６円 

 上記金額は、原告の平成１７年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額であり、次の(ア)の金

額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である（別表５－２の「④損益額」欄の順

号２３）。 

(ア) 総収入金額 ７６９０万０５００円 

 上記金額は、原告の平成１７年分の上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計金額である

（別表５－２の「①収入金額」欄の順号２３）。 

(イ) 取得費 ７６２０万１８３４円 

 上記金額は、原告の平成１７年分の上場株式等の譲渡に係る取得費の合計金額である（別

表５－２の「②取得費」欄の順号２３）。 

(ウ) 譲渡委託手数料 ３０万３９２０円 

 上記金額は、原告の平成１７年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡委託手数料の合計金額で

ある（別表５－２の「③譲渡のための委託手数料等」欄の順号２３）。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２５５万９２３５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を減算した後の金額である。 

(ア) 修正申告額 ２９０万１９９６円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した所得か

ら差し引かれる金額の合計金額である。 

(イ) 雑損控除の額 ２０万００００円 
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 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書において、当該修

正申告額の計算上算入した雑損控除の額２０万円であるが、上記の金額は、所得税法７０条

３項に規定する「被災事業用資産の損失の金額」に該当することから、同法７２条１項の規

定は適用されない。よって同金額を上記(ア)の金額から減算する。 

(ウ) 医療費控除の額 １４万２７６１円 

 上記金額は、高額医療費補塡分として、ａ社会保険事務所より受領した金額１４万２７６

１円である。 

 上記金額は、所得税法７３条１項の規定により、医療費控除の対象である医療費の金額か

ら控除すべき金額となる。よって、同金額を上記(ア)の金額から減算する。 

エ 課税総所得金額 ５４３３万６０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５６８９万５６２３円から前記ウの所得控除の額の合計額

２５５万９２３５円を控除した後の金額である。 

オ 課税される株式譲渡所得金額 ３９万４０００円 

 上記金額は、前記イの分離課税の株式譲渡所得金額である。 

カ 納付すべき税額 ４１９万９４００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計金額から次の(ウ)から(カ)までの各金額の合

計金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １７６１万４３２０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額に所得税法８９条１項及び負担軽減措置法４条所定

の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 株式譲渡得金額に対する税額 ２万７５８０円 

 上記金額は、前記オの課税される株式譲渡所得金額に租税特別措置法３７条の１１第１項

の税率を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 配当控除の額 ２４万８４３８円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(エ) 定率減税額 ２５万００００円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(オ) 源泉徴収税額 １２５９万８４３８円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(カ) 予定納税額 ３４万５６００円 

 上記金額は、原告が平成１９年６月２９日付け平成１７年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(3) 平成１８年分 

ア 総所得金額 ５６３２万７７３８円 

 上記金額は、次の(ア)から(ウ)までの各金額の合計金額である。 

(ア) 不動産所得の金額 １０４５万８４３８円 

 上記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算した後の金額から、次のｃの金額を減算した
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後の金額である。 

ａ 修正申告額 ３５０万６１０９円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付けで、処分行政庁に提出した平成１８年分

所得税の修正申告書（以下「平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書」という。）

に記載した不動産所得の金額と同額である。 

ｂ 修正申告額（不動産所得）に加算した金額 ７０１万５３８９円 

 上記金額は、次の(a)から(h)までの各金額の合計金額である。 

(a) 減価償却費 ２９万７８８１円 

 上記金額は、原告が所有する不動産等に係る減価償却費のうち、原告の不動産所得に

係る必要経費に当たらない金額（別表４－３の「修正申告②」欄の順号５から８までの

合計金額）である。 

(b) 旅費交通費 ４１万６６５０円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年９月１０付けで処分行政庁に提出した平成１８年

分の所得税の収支内訳書（不動産所得用）（以下「平成１９年９月１０日付け平成１８

年分収支内訳書」という。）に記載した金額と同額である。 

(c) 租税公課 ３５万９１００円 

 上記金額は、原告が所有する不動産等に係る租税公課のうち原告の不動産所得に係る

必要経費に当たらない金額（別表４－３の「修正申告②」欄の順号１２から１４までの

合計金額）である。 

(d) 損害保険料 １万７３００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(e) 修繕費 ３８１万６４５８円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額（別表４－３の「修

正申告②」欄の順号１９から２１までの合計金額）である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(f) 修繕取壊積立金 １００万００００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

(g) 雑費 ５０万００００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額である。 

 なお、同金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分の所得税の収支内訳

書に記載した金額と同額である。 

(h) 寄附金 ６０万８０００円 

 上記金額は、原告の不動産所得に係る必要経費に当たらない金額（別表４－３の「修

正申告②」欄の順号２５から２７までの合計金額である。）である。 
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 なお、同金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分収支内訳書に記載し

た金額と同額である。 

ｃ 不動産所得から減算した金額 ６万３０６０円 

 上記金額は、次の(a)から(c)までの各金額の合計金額である。 

(a) 乙からの収入 ６万００００円 

 上記金額は、原告が乙から得ていた金員であり、原告の不動産所得に係る収入金額に

当たらない金額である。 

(b) 租税公課 １８００円 

 上記金額は、原告が所有するＧの山林の固定資産税額であり、原告の不動産所得に係

る必要経費に算入すべき金額である。 

(c) 雑費 １２６０円 

 上記金額は、不動産所得に係る給与賃金の支払いに伴う振込手数料として平成１８年

中にＤ信用金庫松柏支店へ支払った金額の合計金額であり、原告の不動産所得に係る必

要経費に算入すべき金額である。 

(イ) 配当所得の金額 ３８９万８７５０円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ４１９７万０５５０円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

イ 分離課税の株式譲渡所得金額 ２９１４万７８５２円 

 上記金額は、原告の平成１８年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額であり、次の(ア)の金

額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である（別表５－３の「④損益額」欄の順

号４９）。 

(ア) 総収入金額 ２億５８８２万１２００円 

 上記金額は、原告の平成１８年分の上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額である（別

表５－３の「①収入金額」欄の順号４９）。 

(イ) 取得費 ２億２８３１万３３２８円 

 上記金額は、原告の平成１８年分の上場株式等の譲渡に係る取得費の合計額である（別表

５－３の「②取得費」欄の順号４９）。 

(ウ) 譲渡委託手数料 １３６万００２０円 

 上記金額は、原告の平成１８年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡委託手数料の合計額であ

る（別表５－３の「③譲渡のための委託手数料等」欄の順号４９）。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２２３万７４２５円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計金額である。 

(ア) 修正申告額 ２２３万２４２５円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した所得か

ら差し引かれる金額の合計金額である。 

(イ) 寄附金控除額 ５０００円 

 上記金額は、原告が平成１８年中に社会福祉法人Ｗ協議会へ支払った金額５０００円であ
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る。 

 上記金額は、所得税法７８条１項及び２項の規定により、寄附金控除の対象となる特定寄

附金に該当する。よって、上記(ア)の金額に加算する。 

エ 課税総所得金額 ５４０９万００００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５６３２万７７３８円から前記ウの所得控除の額の合計額

２２３万７４２５円を控除した後の金額である。 

オ 課税される株式譲渡所得金額 ２９１４万７０００円 

 上記金額は、前記イの分離課税の株式譲渡所得金額である。 

カ 納付すべき税額 ４８９万５４００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計金額から(ウ)から(カ)までの各金額の合計金

額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １７５２万３３００円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額に所得税法８９条１項及び負担軽減措置法４条所定

の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 株式譲渡得金額に対する税額 ２０４万０２９０円 

 上記金額は、前記オの課税される株式譲渡所得金額に租税特別措置法３７条の１１第１項

の税率を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 配当控除の額 １９万４９３８円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(エ) 定率減税額 １２万５０００円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(オ) 源泉徴収税額 １２５３万４２０９円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

(カ) 予定納税額 １８１万４０００円 

 上記金額は、原告が平成１９年９月１０日付け平成１８年分修正申告書に記載した金額と

同額である。 

２ 本件各更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告の本件各係争年分の所得税の納付すべき税額は、前記１のとお

りそれぞれ 

 平成１６年分   ２４４万６４００円 

 平成１７年分   ４１９万９４００円 

 平成１８年分   ４８９万５４００円 

であるところ、本件各更正処分に係る納付すべき税額は、別表１の⑤「更正処分等」の各「納付す

べき税額」欄に記載のとおり、それぞれ 

 平成１６年分   ２４４万６３００円 

 平成１７年分   ４１８万９０００円 

 平成１８年分   ４８９万５３００円 
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であって、いずれも被告が本件訴訟において主張する原告の本件各係争年分の納付すべき税額を下

回る（範囲内）となることから、本件各更正処分はいずれも適法である。 

第２ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記第１のとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件各更正処分により新たに納

付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、本件各更正処分前における税額の計算の基礎とさ

れていなかったことについて、国税通則法６５条４項における正当な理由があると認められる事実は

ない。 

 したがって、原告に課されるべき過少申告加算税の額は、本件各更正処分により原告が新たに納付

すべきこととなった税額を基礎として、次の１から３までのとおり計算した金額となり、これらの金

額は、本件各賦課決定処分における過少申告加算税の額（別表１の⑤「更正処分等」の各「過少申告

加算税の額」欄）といずれも同額となるから、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。 

１ 平成１６年分 １４万８０００円 

 上記金額は、本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額１４８万円（ただ

し、国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てたもの。以下同じ。）を基

礎として、これに同法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額であ

る。 

２ 平成１７年分 １６万３０００円 

 上記金額は、本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額１６３万円を基礎

として、これに国税通則法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額

である。 

３ 平成１８年分 ４６万１０００円 

 上記金額は、本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額４６１万円を基礎

として、これに国税通則法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した金額

である。 

第３ 本件納税告知処分の根拠及び適法性 

１ 本件納税告知処分の根拠 

 原告が納付すべき本件各月分の源泉徴収税額は次のとおりである（別表６「納付すべき税額」欄

参照）。 

(1) 平成１６年４月分から同年１２月分まで 

 原告が支払った平成１６年４月分から同年１２月分までの給与の金額（別表６の順号１から９

までの「支払金額」欄）を基礎として、これに負担軽減措置法１１条に規定される、負担軽減措

置法別表１（ただし、平成１６年法律第１４号による改正前のもの。）の乙欄に基づき算出した

金額である。 

(2) 平成１７年１月分から同年１２月分まで 

 原告が支払った平成１７年１月分から同年１２月分までの給与の金額（別表６の順号１０から

２１までの「支払金額」欄）を基礎として、これに負担軽減措置法１１条に規定される、負担軽

減措置法別表１（ただし、平成１７年法律第２１号による改正前のもの。）の乙欄に基づき算出

した金額である。 

(3) 平成１８年１月分から同年１２月分まで 

 原告が支払った平成１８年１月分から同年１２月分までの給与の金額（別表６の順号２２から
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３３までの「支払金額」欄）を基礎として、これに負担軽減措置法１１条に規定される、負担軽

減措置法別表１の乙欄に基づき算出した金額である。 

(4) 平成１９年１月分から平成１９年６月分まで 

 原告が支払った平成１９年１月分から平成１９年６月分までの給与の金額（別表６の順号３４

から３９までの「支払金額」欄）を基礎として、これに所得税法１８５条１項２号イに規定され

る別表第二の乙欄に基づき算出した金額である。 

２ 本件納税告知処分の適法性 

 被告が本件訴訟において主張する原告が納付すべき本件各月分の源泉徴収税額は、上記１で述べ

たとおりであるところ、本件納税告知処分における納付すべき各税額は、別表２「納税告知処分」

欄のとおりであって、上記１の各金額といずれも同額であるから、本件納税告知処分はいずれも適

法である。 

以上 
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別表１ 所得税の課税の経緯 

（単位：円） 

申告等 

区分 

① 

確定申告 

② 

修正申告等 

③ 

修正申告等

④ 

修正申告等

⑤ 

更正処分等

⑥ 

異議申立て

⑦ 

異議決定 

⑧ 

審査請求

⑨ 

裁決 

年月日 平成17年3月11日 平成17年6月2日 平成19年6月29日 平成19年12月10日 平成20年2月1日 平成20年4月18日 平成20年5月12日 平成21年4月21日

総所得金額 6,511,767 52,267,067 52,874,702 55,488,850

不動産所得の金額 6,511,767 6,511,767 7,119,402 9,733,550

配当所得の金額 － 3,898,750 3,898,750 3,898,750
内
訳 

給与所得の金額 － 41,856,550 41,856,550 41,856,550

上場株式等所得金額 － － － 5,878,194

所得控除の額の合計額 1,620,000 2,929,894 2,457,894 2,157,894

課税総所得金額 4,891,000 49,337,000 50,416,000 53,330,000

上場株式等所得の課税

所得金額 
－ － － 5,878,000

納付すべき税額 518,500 557,400 956,700 2,446,300

平
成
16
年
分 

過少申告加算税の額 － － 39,000

 

148,000

一
部
の
取
消
し 

棄
却 

一
部
の
取
消
し 

棄
却 

年月日 平成18年3月15日 平成19年6月29日 平成19年12月10日 平成20年2月1日 平成20年4月18日 平成20年5月12日 平成21年4月21日

総所得金額 52,612,953 52,858,923 56,867,423

不動産所得の金額 5,730,653 5,976,623 9,985,123

配当所得の金額 4,968,750 4,968,750 4,968,750
内
訳 

給与所得の金額 41,913,550 41,913,550 41,913,550

上場株式等所得金額 － － 394,746

所得控除の額の合計額 3,469,356 2,901,996 2,559,235

課税総所得金額 49,143,000 49,956,000 54,308,000

上場株式等所得の課税

所得金額 
－ － 394,000

納付すべき税額 2,250,400 2,551,200 4,189,000

平
成
17
年
分 

過少申告加算税の額 －

 

30,000

 

163,000

一
部
の
取
消
し 

棄
却 

一
部
の
取
消
し 

棄
却 

年月日 平成19年3月6日 平成19年6月29日 平成19年9月10日 平成19年12月10日 平成20年2月1日 平成20年4月18日 平成20年5月12日 平成21年4月21日

総所得金額 48,746,837 49,358,109 49,375,409 56,327,738

不動産所得の金額 2,877,537 3,488,809 3,506,109 10,458,438

配当所得の金額 3,898,750 3,898,750 3,898,750 3,898,750
内
訳 

給与所得の金額 41,970,550 41,970,550 41,970,550 41,970,550

上場株式等所得金額 － － － 29,145,852

所得控除の額の合計額 3,507,865 2,232,425 2,232,425 2,237,425

課税総所得金額 45,238,000 47,125,000 47,142,000 54,090,000

上場株式等所得の課税

所得金額 
－ － － 29,145,000

納付すべき税額 △420,087 278,100 284,300 4,895,300

平
成
18
年
分 

過少申告加算税の額 －

 

69,000 － 461,000

一
部
の
取
消
し 

棄
却 

一
部
の
取
消
し 

棄
却 

（注）１ 「納付すべき税額」欄の△印の数字は還付金の額に相当する税額を示す。 

   ２ 「③修正申告等」欄の「過少申告加算税の額」欄の過少申告加算税は、平成１９年７月９日付で、原処分庁が賦課決定を行ったものである。 
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別表２ 源泉所得税の課税の経緯 

（単位：円） 

区分 納税告知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

年月日 平成19年12月10日 平成20年2月1日 平成20年4月18日 平成20年5月12日 平成21年4月21日

年月 所得の種類 区分      

平成16年４月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年５月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年６月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年７月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年８月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年９月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年10月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年11月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成16年12月分 給与 源泉徴収の額 5,500

平成17年１月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年２月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年３月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年４月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年５月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年６月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年７月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年８月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年９月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年10月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年11月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成17年12月分 給与 源泉徴収の額 4,250

平成18年１月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年２月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年３月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年４月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年５月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年６月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年７月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年８月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年９月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年10月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年11月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成18年12月分 給与 源泉徴収の額 5,100

平成19年１月分 給与 源泉徴収の額 2,550

平成19年２月分 給与 源泉徴収の額 2,550

平成19年３月分 給与 源泉徴収の額 2,550

平成19年４月分 給与 源泉徴収の額 2,550

平成19年５月分 給与 源泉徴収の額 2,550

源
泉
所
得
税 

平成19年６月分 給与 源泉徴収の額 2,550

全
部
の
取
消
し 

棄
却 

全
部
の
取
消
し 

棄
却 
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別表３－１～７－４ 省略 


